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１．沿  革 
 年 月  概 要 

 

昭和２３年 ４月 「人類永遠の平和と健康のためこの殿堂を捧げる」という扁額とともに復興後援会（会長 花岡和夫

氏）より千葉市神明町（旧県中央保健所敷地）に新築された庁舎（建物 220 坪 727.28㎡）及び必要

備品の寄贈を受け、細菌検査所と衛生試験所が移転した。 

 ２４年 ４月 細菌検査所、衛生試験所を統合して、千葉県衛生研究所を設置、庶務課、細菌検査部、化学試験、病

理検査部を置く。 

 ２５年 ３月 薬品倉庫及び雑品庫建築。 

 ２７年１２月 乳肉検査室増築。 

 ２８年 １月 動物飼料庫増築。 

 ２８年１０月 組織変更、庶務課、細菌検査室、薬品食品室に改める。 

 ３５年 ４月 組織変更、環境衛生室を新設。 

 ３９年 ２月 千葉市神明町 205-8 に新庁舎工事着工。 

 ３９年１０月 新庁舎竣工。 

 ４０年 ７月 組織変更、庶務課、細菌研究室、薬品食品研究室、環境衛生研究室に名称を改め、公害研究室を新設。 

 ４０年 ９月 庁舎管理移管、衛生研究所及び保健婦助産婦専門学院合同庁舎管理引継ぐ。 

 ４１年 ３月 薬品庫、動物飼育舎新築。 

 ４１年 ４月 組織変更、庶務課を総務課に改める。 

 ４１年 ９月 組織変更、ウイルス研究室を新設。 

 ４２年 ４月 公害研究所設立準備室を設置。（公害課内） 

 ４３年 ８月 公害研究所設置、大気汚染に関する業務を移掌。 

   組織変更、公害研究室を水質汚濁研究室に改める。 

 ４６年 ５月 薬品食品研究室を医薬品研究室と食品化学研究室に改める。 

 ４６年 ８月 保健婦助産婦専門学院移転。 

 ４７年 ４月 水質保全研究所設置により水質汚濁に関する業務を移掌。 

 ４７年１２月 薬品貯蔵庫新築。 

 ５０年 ３月 千葉市仁戸名町 666 番地２号に新庁舎工事着工。 

 ５１年 ３月 新庁舎竣工。 

 ５１年 ４月 組織変更、環境衛生研究室を生活環境研究室に名称を改め、環境保健研究室、医動物研究室、疫学調

査研究室を新設し、１課８室となる。次長職設置。 

 ５１年 ５月 新庁舎（仁戸名）に移転。 

 ５２年 ３月 倉庫新設。 

 ５２年 ９月 敷地の一部（297.5 ㎡）を消防学校へ所属換えする。 

平成１３年 ４月 組織変更、千葉県食品衛生検査所と統合。総務課、８研究室、２検査課となる。 

 １４年１０月 組織変更、旧血清研究所の一部業務を引継ぎ、生物学的製剤研究室を新設し、３課９室となる。 

 １５年 ４月 組織変更、疫学調査研究室を感染疫学研究室に名称を改め、健康疫学研究室を新設し、３課１０室と

なる。 

 １６年 ４月 組織変更、環境保健研究室を廃止し、３課９室となる。 

 １７年 ４月 組織変更、生物学的製剤研究室を廃止し、３課８室となる。 

  ２６年 ４月 組織変更、総務課を廃止し総務企画室を新設、２課９室となる。 

  ２９年１２月 仁戸名町に新庁舎竣工。 

  ３０年 ４月 新庁舎に検査課が加わり供用開始。 

組織変更、総務企画室を総務室と企画・精度管理室に改める。ウイルス研究室と医動物研究室を統合

し、ウイルス・昆虫医科学研究室に改める。１課９室となる。 
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年  月                 概 要 

 

（検査課の年譜） 

昭和５０年度  千葉県新総合５か年計画事業に「食品衛生監視体制の強化」が計画された事業の一環として食品衛生

検査所の設置が決定される。 

 ５２年度  旧衛生研究所（千葉市神明町）の改修工事を行い、内外装及び施設工事を実施。 

 ５３年 ４月 千葉県食品衛生検査所として発足し、検査機材等の整備を図る。 

 ５３年１０月 試験検査業務を開始する。 

 ５９年 ４月 庶務業務は、中央食肉衛生検査所庶務課の兼務となり、庁舎の管理に関する公有財産は、同食肉衛生

検査所の所管となる。 

平成１３年 ４月 食品衛生検査所の名称を廃し、衛生研究所に検査第一課、検査第二課をおくこととする。 

平成２１年 ４月 中央食肉衛生検査所の移転に伴い、庁舎の管理に関する公有財産は、すべて衛生研究所の所管とな

る。 

平成３０年 ４月 組織変更。神明庁舎の次長職を廃する。検査第一課と検査第二課を統合し、検査課に改める。仁戸名

町に新設された庁舎に移転し業務を開始する。 
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２．組織及び分掌事務 
（H31.4.1現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ）内は職員数 

総 務 室(4)  １．所内の総合調整に関すること 

  
２．土地、建物、機械及び器具の管理に関すること 

 

企画・精度管理室(4)  
１．調査研究・試験検査に係る企画調整及び成果等の広報・啓発に

関すること 

  ２．所の研修・精度管理業務に関すること 

  ３．医療施策に関するデータ解析に関すること 

   

細 菌 研 究 室(6)  １．細菌学的調査研究及び試験検査に関すること 

  ２．血清学的調査研究及び試験検査に関すること 

  ３．食品衛生に係る真菌学的調査研究及び試験検査に関すること 

  ４．細菌の分子疫学的調査研究及び試験検査に関すること 

   
ウ イ ル ス ・  １．ウイルスの調査研究及び試験検査に関すること 

昆虫医科学研究室(8)  ２．リケッチアの調査研究及び試験検査に関すること 

  ３．感染症等の疫学調査に関すること 

  ４．感染症の流行予測に必要な調査研究及び試験検査に関すること 

  ５．医動物に係る調査研究及び試験検査に関すること 

  ６．内部寄生虫及び原虫に係る調査研究及び試験検査に関すること 

   

医薬品研 究室(5)  １．医薬品等に係る調査研究及び試験検査に関すること 
  ２．毒物劇物等に係る調査研究及び試験検査に関すること 

   

食品化学研究室(5)  １．食品衛生に係る理化学的調査研究及び試験検査に関すること 
 

 
２．食品中の有害化学物質に係る理化学的調査研究及び試験検査に

関すること 

３．食品中の放射性物質に係る試験検査及び調査研究に関すること 

   

生活環境研究室(6)  １．飲料水の調査研究及び試験検査に関すること 
  ２．温泉の調査研究及び試験検査に関すること 

  ３．室内空気環境に係る調査研究及び試験検査に関すること 

  
４．飲料水及び浴槽水等に由来する感染症に係る調査研究及び 

試験検査に関すること 

 
感染疫学研究室(3)  １．感染症等の疫学調査及び研究に関すること 

  

２．感染症発生動向調査、解析及び情報の提供（千葉県感染症情報

センター）に関すること 

３．感染症等の健康危機対策に係る疫学調査研究に関すること 

４．旧血清研究所の生物学的製剤の保管及び管理に関すること 

   

健康疫学研究室(3) 

 
１．予防医学及び健康づくりに有益な疫学調査研究に関すること

２．公衆衛生に係る情報等の収集、蓄積及び解析並びに情報の提供 

に関すること 

 

検 査 課(4) 
 

 

１．食品衛生に係る細菌学的試験検査に関すること 

  
２．食品衛生に係る理化学的試験検査に関すること 

３．食品衛生に係る残留農薬検査に関すること 

 

所 

長 
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次 

長 

(1) 

 

次 

長 
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３．業務概要 
１．企画・精度管理室  

企画・精度管理室は、平成 30 年度の組織改正によ

り、新たに設置された。従来の総務企画室の企画部

門で行っていた業務内容を引き継ぎ、研究課題評価、

疫学倫理審査、利益相反管理、試験検査の精度管理、

研究活動及び研究費等の不正防止等、主に所の総合

的な企画・調整を行っている。 

また、所の調査研究に必要なコンプライアンス管

理や試験検査におけるインシデントの情報共有等を

行っている。 

広報事業としては、年報を含む広報物の発行のほ

か、関係機関及び一般向けの情報発信の場として多

目的ホールを利用した研修やセミナー、合同講義の

開催や施設見学会等の企画・運営も行っている。 

 

１）企画・調整業務 

(1)企画調整会議 

必要に応じて企画調整会議を開催し、所の総合的

な企画及び調整に関する事務を行っている。 

(2)研究課題の評価  

所における研究課題について、研究の必要性、重

要性、研究計画の妥当性、研究成果の波及効果及び

発展性を評価するため、所内職員による自己評価検

討会議及び本庁主務課長を委員とした内部評価検

討会議を開催して評価を実施している。また、重点

課題については、外部の有識者との意見交換会を実

施している。 

(3)疫学倫理審査委員会 

所並びに健康福祉センター(保健所)及び精神保

健福祉センターにおける疫学研究について、倫理的

観点及び科学的視点から適正に行われているか審

査するために、外部委員により構成された千葉県衛

生研究所等疫学倫理審査委員会を運営している。  

(4)利益相反管理 

所の職員等が産学公連携活動及び公的研究活動等

の社会貢献活動を行う上での利益相反を適正に管

理することを目的とし、利益相反管理委員会を設置

している。 

(5)研修 

保健所等職員に必要な専門知識と技術を習得し、

資質の向上を図る目的で保健所等職員研修を計画、

運営している。また、大学等の施設から研修依頼が

あった際は、研修を計画し運営している。  

(6)所内研修 

  所の全職員(事務及び嘱託職員を含む)を対象に

研究活動及び研究費等の不正防止を目的として、研

究倫理及びコンプライアンス等について平成 27 年

度から e-ラーニングを用いた教育訓練を実施して

いる。職員の業務内容に応じて単元を定めて、履修

を義務付けている。 

(7)他研究機関との連携 

  県内の研究機関と研究分野における連携により、

研究活動を活性化させることを目的として施設見

学会・情報交換会を企画・開催している。  

 

２）精度管理業務 

(1)医薬品検査の信頼性保証業務 

医薬品の公的認定試験検査機関の信頼性保証部

門として、教育訓練、文書管理、自己点検等の品質

管理監督システムの遵守、維持に関する業務を行っ

ている。  

(2)病原体等検査の信頼性確保業務 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づき、病原体検査等の信頼性確保部

門として、教育訓練、文書管理、内部点検等の業務

を行っている。  

(3)その他 

各種試験検査の内容、結果の記録を精査するとと

もにインシデントの収集・情報共有等を行っている。 

 

３）データ解析業務 

 平成 30 年度から試験的に開始していた県の医療

施策に資するためのデータ解析業務が新たに加わっ

た。  

令和元年度は NDB データを利用した全国及び県

内の疾病構造、後発医薬品の使用状況等について

データ分析を行った。また、国保ヘルスアップ支援

事業のレセプトデータ等分析に係る検討会議に参画

した。  
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２．細菌研究室  

細菌研究室では、千葉県内で発生した細菌感染症

や細菌性食中毒事例由来株の毒素型別や遺伝子解析

等を行い、汚染源の特定や感染ルート解明など感染

拡大防止対策に役立てている。また、食品の食中毒

細菌やカビによる汚染状況の検査を行うと共に、保

健所等検査担当職員を対象として細菌検査方法の研

修や、検査技術向上のための精度管理を行っている。 

令和元年度の依頼検査数及び調査・解析検体数は表

1 のとおりであった。  

 

１）依頼検査 

①生食用かきの細菌検査：県内産かき(岩カキ)2 検

体について、細菌数、大腸菌最確数、腸管出血性

大腸菌 O157、腸炎ビブリオ最確数の検査を実施

した。細菌数、大腸菌最確数、腸炎ビブリオ最確

数は全て規格基準に適合した。また腸管出血性大

腸菌は全て陰性であった。  

②カビ及びカビ毒検査：県内産落花生 5 検体のア

フラトキシン産生菌種 Aspergillus flavus の検索を

行ったが、いずれの検体からも検出されなかった。

また漬物 2 検体のカビ及び酵母の検査を実施し

たが、全て陰性であった。  

③食品カビ等異物の検査  

 保健所依頼のあった苦情食品の真菌検査したと

ころ、Cladosporium 属、Wallemina 属真菌が検出

された。  

 

２）調査・解析 

(1)感染症発生動向調査  

  咽頭炎 30 検体及び細菌性髄膜炎 1 検体を調査し

た。咽頭炎検体から A 群連鎖球菌が 18 株分離され

た。また、細菌性髄膜炎検体から Fusobacterium 

nucleatum が分離された。  

(2)同定・詳細性状検査依頼 

  保健所や医療機関から同定・詳細性状検査依頼が

あった 728 菌株（感染症発生動向調査で分離された

菌株を含む）の内訳は表 2 のとおりであった。  

1)食品媒介感染症  

①赤痢菌：国内感染例として S.sonnei 1 株、海外

渡航歴のある患者より S.sonnei 2 株が分離され

た。 

②下痢原性大腸菌：感染者由来の腸管出血性大腸菌

（EHEC）141 株が分離された。血清型別では O157

が 52 株、それ以外が 89 株であった（表 3）。 

 また、8～9 月にかけて発生した県外の高校におけ

る合宿参加者の集団食中毒事例から、 EHEC O103

（VT1）が 35 株分離された。  

③チフス菌及びパラチフス A 菌：チフス菌は 6 株

分離された。分離された患者の主な渡航歴は、イ

ンド、トルコ、エジプト、フィリピン、セネガル

等であった。また、パラチフス A 菌は 1 株分離さ

れ、トルコ、エジプト、セネガルへの海外渡航歴

のある患者であった。 

④サルモネラ：無症状保菌者由来株 17 株、食品由

来 1 株が分離された。分離された血清型は 16 種

類であり、S. Braenderup 及び S. Senftenberg がそれ

ぞれ 2 株、その他 14 血清型については各 1 株分

離された。なお、無症状保菌者由来株のうち、S. 

enterica subsp. diarizonae（Salmonella Ⅲb）が 1 株

分離されている。 

⑤カンピロバクター：ヒト由来のカンピロバクター  

が 20 株分離された。内訳は C.jejuni 19 株、C.lari 

1 株であった。なお、2019 年度のカンピロバクター  

による食中毒事例は 2 件であった (千葉市、船橋市、

柏市を除く )。 

⑥ボツリヌス菌：県内医療機関から検査依頼が 1 件

あり、A 型毒素陽性であった。  

2)呼吸器感染症  

①結核菌：就業制限解除のための検査として喀痰か

らの遺伝子検査が 9 件、薬剤感受性試験が 13 件、

結核菌の同定検査が 5 件、M. bovis BCG 株との鑑

別試験を 1 件実施した。  

②A 群溶血レンサ球菌：感染症発生動向調査事業に

より咽頭ぬぐい液及び菌株が 30 検体搬入され、30

株の A 群溶血レンサ球菌が分離された。30 株の T

型別の内訳は、T1 型 4 株、T4 型 1 株、T28 型 2

株、T12 型 5 株、T25 型 1 株、TB3264 型 3 株、T9

型 1 株、型別不能 1 株であった。 

③レジオネラ菌：県内保健所より血清型等の検査依

頼が 10 検体あり、8 株分離同定された。そのうち

6 株が L. pneumophila 血清型 1、L. pneumophila 血

清型 2 及び血清型 3 がそれぞれ 1 株ずつ分離され

た。  

④ ジ フ テ リ ア 及 び 類 縁 菌 ： 県 内 保 健 所 か ら

Corynebacterium diphtheriae のジフテリア毒素遺

伝子の確認依頼が 1 件あったが陰性であった。ま

た、医療機関から C. ulcerance のジフテリア毒素

遺伝子の確認依頼が 1 件あり、陽性であった。  

3)薬剤耐性菌  

①カルバペネム耐性腸内細菌科細菌：当該年度に搬

入されたカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）

59 株のカルバペネマーゼ産生遺伝子を検査したと

ころ、15 株から IMP 型、1 株から NDM 型カルバペ

ネマーゼ遺伝子が検出され、カルバペネマーゼ産生

腸内細菌科細菌（CPE）であることが確認された。 
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項目 検査項目 検体数

①生食用かきの細菌検査
細菌数、大腸菌最確数、腸管出血性大腸菌O157、腸炎ビブ

リオ最確数
2

②カビ及びカビ毒の検査 Aspergillus flavus, カビ, 酵母 5

③食品カビ等異物の検査 カビ、その他の異物 1

(1)感染症発生動向調査 A群溶血性レンサ球菌、細菌性髄膜炎 31

(2)同定・詳細性状検査依頼 表2参照（感染症発生動向調査で分離された菌株数を含む） 728
2)調査・解析

表1　依頼検査、調査・解析検体数

1)依頼検査

集発 散発 保菌者 小計

2(1) 2(1) 2(1)

6(6) 6(6) 6(6)

1(1) 1(1) 1(1)

17 17 1 18

39(3) 13 52(3) 52(3)

non-O157 [1]38 24(3) 27(2) [1]89(5) [1]89(5)

［1］1 ［1］1 ［1］1

［2］36 ［2］36 ［2］36

[2]8 12 [2]20 [2]20

416 416 416

18 18 18

8 8 8

59 59 59

1 1 1

1 1 1

[6] 83 587(14) 57(2) [6] 727(16) 1 [6] 728(16)

表2　病原菌検出状況

 [　]:事件数、(  )：海外旅行者由来株、再掲

結核菌

A群レンサ球菌

合計食品

サルモネラ

腸管出血性大腸菌 O157

黄色ブドウ球菌

ウエルシュ菌

合計

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌

赤痢菌

チフス菌

その他嫌気性菌

カンピロバクター

ボツリヌス菌

環境等

パラチフスA菌

病原体
ヒト

レジオネラ菌

VT VT VT

1&2 1&2 1&2

O157 1 29 22 52

O26 11 2 13

O111 3 4 7

O103 5 35 40

O145 7 7

O121 5 5

O128 2 2

O74 2 2

O91 1 1

O115 1 1

O146 1 1

不明 4 1 2 3 10

合計 35 37 31 38 0 0 0 0 0 141

VT1

      由　来

      毒素型

血清型

表3　由来別腸管出血性大腸菌分離状況

合計

VT2 VT1 VT2

ヒト（散発・保菌者） ヒト（集団発生） 動物・環境等

VT1 VT2

表 1 依頼検査、調査・解析検体数  

表 2 病原体検出状況  

表 3 由来別腸管出血性大腸菌分離状況  
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３）その他の事業 

(1)保健所等試験検査の精度管理（細菌部門）  

 保健所等試験検査の精度管理調査は、試験検査機

関の検査精度の安定化とその向上を目的として、平

成 9 年度から実施している。令和元年度は下記によ

り保健所等試験検査の精度管理調査を実施した。  

（対象）千葉県の検査課設置 7 保健所及び柏市保健

所  

（調査項目）Campylobacter 属菌の馬尿酸塩分解能試

験  

（調査試料及び調査方法）HIP-M テスト法により、

Campylobacter 属菌の馬尿酸塩分解能を判定する。 

（調査結果）全対象機関が馬尿酸塩分解能を正しく

判定出来た。  

 

(2)病原細菌の分子疫学的解析及び情報提供 

①腸管出血性大腸菌  

  腸管出血性大腸菌による diffuse outbreak の発生

を監視するため、県内で分離された全ての菌株に

ついて、パルスフィールド・ゲル電気泳動及び

multilocus variable number of tandem repeat typing

（MLVA 法）により分子疫学的解析を行った。  

②結核菌  

  結核菌遺伝子型別事業として、県内の結核患者か

ら分離された結核菌 416 株について MLVA 法によ  

る分子疫学的解析を実施した。保健所の調査した患

者疫学情報と併せて解析し、感染事例の監視やリス

クファクターの解析に利用した。解析情報について

は本庁関係各課及び関係保健所へ還元した。  
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３．ウイルス・昆虫医科学研究室 

３－１ ウイルス部門 

1）依頼検査 

 表 1 に依頼検査数を示した。 

(1)感染症流行予測調査事業(厚生労働省委託事業)

感染症流行予測調査事業のうち、ヒト血清を用い

た感受性調査の 286 件は、厚生労働省委託事業(c～

i)と県単独事業(流行性耳下腺炎)を含む。  

a 日本脳炎感染源調査(ブタ) 

7 月 18 日から 9 月 30 日までの期間に採取した

ブタ血清 80 検体について赤血球凝集抑制(HI)抗

体価を測定した。被検ブタ血清は、生後 5～8 か月

齢の前年の夏季未経験のものを用いた。HI 抗体は

全て陰性であった。  

b ポリオ感染源調査(環境水) 

7 月から 12 月にかけて、県内流域下水道の中継  

ポンプ場 1 か所で得られた環境水計 60 検体につ

いて、ポリオウイルスの検査を行った。全て陰性

であった。  

ｃインフルエンザ感受性調査（抗体保有調査）  

2019/2020 シーズンのインフルエンザワクチン

株である A/ブリスベン /02/2018［A（H1N1）pdm09

亜型］、A/カンザス /14/2017［A（H3N2）亜型］、

B/プーケット /3073/2013［B 型（山形系統）］、    

B/メリーランド /15/2016［B 型（ビクトリア系統）］

の 4 種類の株について、赤血球凝集抑制（HI）試

験により抗体価を測定した。HI 抗体価 40 倍以上

（重症化予防または感染リスクを 50％に抑える

目安）の抗体保有率を各年齢群で検討した。各年

齢群の調査数は、0-4 歳群 11 名、5-9 歳群 13 名、

10-14 歳群 21 名、15-19 歳群 14 名、20-29 歳群    

43 名、30-39 歳群 43 名、40-49 歳群 61 名、50-59

歳群 55 名、60 歳以上群 25 名であった。  

◆A 型インフルエンザ 

・A(H1N1)pdm09 亜型 

 A/ブリスベン/02/2018［A（H1N1）pdm09 亜型］

を調査株として HI 抗体価の測定を行った。抗体

保有率は、5-9 歳群、10-14 歳群、20-29 歳群の各

年齢群では 40％以上を示し、その他の年齢群と

比較して高い傾向を示した。特に 0-4 歳と 60-歳

の年齢群では抗体保有率が 10%未満であった(図

1)。 

・A/H3N2 亜型 

A/カンザス /14/2017［A（H3N2）亜型］を調査

株として HI 抗体価の測定を行った。抗体保有率

は全ての年齢群で 50％以下であった。今シーズ

ンは調査株が変更となり、全体の抗体保有率は

26.3%と、昨年より約 30%低下し、4 つの調査株

の中で最も低い抗体保有率を示した(図 1)。  

◆B 型インフルエンザ  

・B 型(山形系統) 

 B/プーケット /3073/2013［B 型（山形系統）］

を調査株として HI 抗体価の測定を行った。抗体

保有率は、10-30 歳代の各年齢群で 80％以上の抗

体保有率を示し、他の年齢群と比較して高かった。

本調査株は 5 シーズン継続しており、全体の抗体

保有率は 68%で、4 つの調査株の中で最も高い抗

体保有率を示した(図 2)。  

・B 型(ビクトリア系統) 

B/メリーランド /15/2016［B 型（ビクトリア系

統）］を調査株として HI 抗体価の測定を行った。

抗体保有率は、20-50 歳代の各年齢群で 50％以上

の抗体保有率を示し、他の年齢群と比較して高

かった。特に 10 歳未満の年齢群では 10％以下の

抗体保有率を示した (図 2) 。 

d 麻しん感受性調査(抗体保有調査) 

年齢群別に PA 抗体保有状況を調査した。日本

環境感染学会が示す「医療関係者のためのワクチ

ンガイドライン」によるワクチン接種推奨抗体価

は 256 倍未満である。256 倍以上の抗体価をもつ

割合は、15-19 歳群で 57％と最も少なかった。1 期

接種後と考えられる 2-3 歳群で 100％、2 期接種後

の 7-9 歳群で 67％であった。10-14 歳群は 62％、

20 歳以上の年齢群では 83～100％であった (図 3)。 

e 風しん感受性調査（抗体保有調査) 

年齢群別に HI 抗体保有状況を調査した。日本環

境感染学会が示す「医療関係者のためのワクチン

ガイドライン」によるワクチン接種推奨抗体価は

16 倍以下である。16 倍以下のものは、15-19 歳群

で 34％と最も多かった（図 4）。  

男女間で比較すると、10 歳以上の年齢群では差

が認められた。特に 15-19 歳群の男性では、16 倍

以上の抗体保有率は 50％と低い傾向がみられた

（図 5）。  

f ポリオ感受性調査（抗体保有調査）  

年齢群別に中和抗体保有状況を調査した。発症予

防に必要とされる中和抗体価は 8 倍以上であり、

8 倍以上を抗体保有とした。1 型の抗体保有率は、

7-9 歳群の 78％、40 歳以上 60 歳未満の年齢群を

除き、80％以上であった。2 型の抗体保有率は、

15-19 歳群で 79％だったが、残りの年齢群は 80％

以上であった。3 型は、1 型 2 型に比べ抗体保有率

が低い傾向にあり、7 歳以上の抗体保有率は 80％

に満たなかったが、不活化ワクチンを接種してい

る年齢層（0-1 歳群、2-3 歳群、4-6 歳群、7-9 歳群）

では、10 歳以上に比べ高い抗体保有率で推移した。

以前から抗体保有率が低いことが分かっている

1975 年～1977 年生まれを含む 40-44 歳群は、本調

査においても、特に 1 型で低い傾向が確認された  

(図 6(a)、(b)、(c)) 。  
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g 水痘感受性調査（抗体保有調査）  

EIA 法を用いて年齢群別に IgG 抗体保有状況を

調査した。判定基準において抗体陽性と判断され

る EIA 価 4.0 以上の割合は、0 歳、1 歳、2-3 歳群、

4-9 歳群､10-14 歳群でそれぞれ 0％、0％、67％、

29％、 62％となった。その他の年齢群では概ね

80％を上回り、30 歳群以上の年齢群では、90％を

上回る結果となった。この事から、年齢とともに

EIA 価 4.0 以上の抗体保有率は増加することが確

認された(図 7)。  

h ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症感受性

調査(抗体保有調査) 

20 歳以上の 208 名について、HPV16 型に対する  

IgG 抗体保有状況を EIA 法で調査した。調査対象

者のうち、ワクチン接種者は 9 名であり、3 名が

抗体陽性であった。結果、ワクチン未接種の 12 名

を合わせて計 15 名が抗体陽性であった。  

i B 型肝炎感受性調査(抗体保有調査) 

EIA 法を用いて、HBs 抗原、HBc 抗体、HBs 抗

体の保有状況を調査した。HBs 抗原は 286 名中 5

名（1.7％）から検出された。HBc 抗体は 286 名中    

5 名（1.7％）が陽性であった。また、HBs 抗体は

血清中の抗体価が 10mIU/mL 以上の場合を陽性と

し、286 名中 63 名（22.0％）が陽性であった。  

HBs 抗体陽性者のうち 44 名がワクチンを接種

しており、12 名が接種歴不明、7 名が未接種であっ

た。 一方、HBs 抗体陰性者においては、ワクチン

接種者 30 名、接種歴不明 103 名、未接種者 90 名

であった。HBs 抗原あるいは HBc 抗体が検出され

た 9 名の検体について国立感染症研究所に依頼し

DNA 検査を実施したところ、全て陰性であった。 

(2)感染症流行予測調査事業 (県単独事業 )流行性耳

下腺炎 (ムンプス )感受性調査 (抗体保有調査 ) 

EIA 法を用いて年齢群別に IgG 抗体保有状況を

調査した。判定基準において抗体陽性と判断される

EIA 価 4.0 以上の割合は、0 歳、1 歳、2-3 歳群、4-

9 歳群、10-14 歳群においてそれぞれ、0％、50％、

33％、36％、48％で、抗体保有率は年齢が上がる毎

におおむね上昇傾向にあった。一方で、15-19 歳群

で 21％となり年齢群によって抗体保有率の低い年

齢群が存在する事が確認された。(図 8)。 

(3)感染症発生動向調査  

a 新型コロナウイルス  

   2019 年 12 月の中国武漢市を発端とする新型コ

ロナウイルスが発生し世界中で流行を認めた。千

葉県内では 1 月に千葉市 20 代の女性が初発例で、

3 月末までに 190 名の患者発生があった。  

衛生研究所では 1 月 31 日から PCR 検査を開始

し 3 月末までに 1,586 件の検査を実施した。検査

は、鼻咽頭ぬぐい液 982 検体、咽頭ぬぐい液 261

検体、喀痰 300 検体、その他 43 検体で実施し、

218 検体（鼻咽頭ぬぐい液 137、喀痰 42、咽頭ぬ

ぐい液 29、気管吸引液等 10）が陽性だった。  

b 呼吸器感染症・腸管感染症等  

2018 年 1 月から原則全例に対する遺伝子検査が

必要となった風しんは、2018 年 7 月に千葉県内

で陽性例を確認して以降、患者数が急増し、2019

年 8 月に終息した。2019 年 4 月から 8 月までの

期間では 44 例 221 検体 (内 1 例からワクチン株を

検出 )で風しん遺伝子検査陽性となった。  

麻しんは 13 例 70 検体 (内 1 例からワクチン株検

出 )が遺伝子検査陽性であった。推定感染地域は国

外である症例が散見されたが、これら陽性例から

地域的な感染拡大には至らなかった。  

2019/20 シーズンにおけるインフルエンザウイ

ルスは、2019 年 9 月に H1pdm 亜型が継続して検

出された。一方、B 型インフルエンザウイルスは、

2019 年 1 月～3 月にビクトリア系統が 29 症例検

出された。本シーズンは、2019-2020 に検出のピー

クとする A H1pdm 亜型の流行が特徴であった。  

夏季に流行がみられる手足口病とヘルパンギー

ナからは、コクサッキーウイルス A 群 6 型  が最

も多く、次いでコクサッキーウイルス A 群 16 型

が検出された。その他、コクサッキーウイルス A

群 4 型、5 型、10 型の検出があった。  

無菌性髄膜炎では、コクサッキーウイルス B 群

3 型が検出された。脳炎・脳症は、髄液からヒトヘ

ルペスウイルス 6 型、単純ヘルペス 1 型が検出さ

れた。  

咽頭結膜熱や流行性角結膜炎では、アデノウイ

ルス 2 型、3 型、4 型、37 型が検出された。感染

性胃腸炎では、A 群ロタウイルス G8、G9、ノロウ

イルス GⅡが検出された。  

c 日本紅斑熱検査  

ペア血清 (急性期及び回復期血清 )は Rickettsia 

japonica の YH 株を抗原とした間接蛍光抗体法で、 

患者痂皮についてはリアルタイム PCR 法で検査

を実施した。25 名のペア血清及び痂皮について検

査を行い、陽性者は 6 人であった。発症時期は  

6 月上旬から 11 月上旬までだった(昨年は 5 月中

旬から 9 月中旬) それ以外に、南アフリカ共和国

から帰国した患者痂皮から Rickettsia africae 遺伝

子を検出し Afrivcan Tick Bite Fever（ATBF）1 例

を輸入感染症として診断した。  

d つつが虫病検査  

ペア血清 (急性期及び回復期血清 )は Orientia 

tsutsugamushi の Kuroki 及び Kawasaki 株を抗原ス

ライドとした間接蛍光抗体法で、患者痂皮につい

て PCR 検査を実施した。12 名の血清及び痂皮に

ついて検査を行い、抗体陽性者は 1 名であった。
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内訳は Kuroki 株 0 名 Kawasaki 株 1 名であった。

発症時期は 11 月上旬から 11 月下旬までだった (昨

年は、10 月下旬から 12 月中旬まで )。  

また 5 名から O.tsutsugamushi 遺伝子が検出され

た。  

(4)集団発生の検査  

a 急性胃腸炎  

急性胃腸炎を引き起こすウイルスのうち、便中

のノロウイルスの検査は、県内 7 か所の検査課設

置保健所においてリアルタイム PCR 法によって

行っている。そのため、急性胃腸炎による集団発

生の疑いで当所へ検査依頼される検体は、関与が

疑われる食品検体、拭き取り検体、ノロウイルス

の遺伝子型を決定する必要がある検体、ノロウイ

ルス以外のウイルスによる急性胃腸炎が疑われる

場合の検体である。  

今年度、17 事例、154 検体の検査を実施した。こ

のうち食中毒疑い事例は 4 事例 69 検体で、その

検体内訳は、食品 27 検体、拭き取り 18 検体、シー

クエンス依頼 24 検体であった。このうちノロウ

イルスが 2 事例（県外事例含む）24 検体で検出さ

れ、ノロウイルスによる食中毒と判断された。な

お、遺伝子群は、GI と GII が各 1 事例ずつであっ

た。  

ノロウイルス以外では、サポウイルスが 10 事例

40 検体、アストロウイルスが 2 事例 9 検体、アデ

ノウイルスが 3 事例 9 検体、A 群ロタウイルスが

1 事例 2 検体、エンテロウイルス属が 1 事例 8 検

体から検出された。このうち、サポウイルスとア

ストロウイルスが検出された事例が 2 事例、サポ

ウイルスとアデノウイルスが検出された事例が 1

事例、アデノウイルスと A 群ロタウイルス属が検

出された事例が 1 事例であった。また、エンテロ

ウイルス属が検出された事例の遺伝子型を調べた

ところ、コクサッキーA 群 2 型が 1 例、エコーウ

イルス 11 型が 5 例、エコーウイルス 30 型が 1 例、

型不明が 1 例であった。  

b 呼吸器感染症 (インフルエンザを除く ) 

呼吸器感染症疑いの集団発生として県内高齢者

施設 4 事例 28 検体の検査を実施した。1 事例 2 名

から RS ウイルスが、2 事例 10 名からヒトメタ   

ニューモウイルスが検出された。  

c 新型コロナウイルス  

中国・武漢市から政府チャーター便で帰国した方

の一時滞在を受け入れた宿泊施設の従業員やク

ルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗員・乗

客等の依頼検査を実施した。また、香取郡内の障

害者支援施設の集団発生対応のため 181 検体を検

査した。  

(5)岩かきのノロウイルス検査  

6 月に県内 2 海域(海匝保健所管内 1 海域、安房

保健所管内 1 海域)から採取した岩かき計 12 検体

について、遺伝子増幅法(PCR)によるノロウイルス

遺伝子の検査を実施したが、ノロウイルスは検出さ

れなかった。  

(6)狂犬病ウイルス検査  

本年度の狂犬病疑い犬の依頼検査は 0 件であった。 
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事業名 検体数 検査項目 検査数

感染症流行予測調査事業
（感染源調査：ブタ血清）

80 日本脳炎（HI抗体） 80

感染症流行予測調査事業
（感染源調査：流入下水）

60 ポリオウイルス 60

感染症流行予測調査事業
（感受性調査：ヒト血清）

286

インフルエンザ(HI抗体：A/ブリスベン/02/2018(H1N1)pdm09、A/カンザス

/14/2017(H3N2)、B/Phuket/3073/2013(Yamagata lineage)、B/メリーランド/15/2016(Victoria

lineage))、麻しん(PA抗体)、風しん(HI抗体)、ポリオ(中和抗体：Sabin1、Sabin2、Sabin3)、

水痘(IgG抗体)、ヒトパピローマウイルス(IgG抗体)、B型肝炎(HBc抗体、HBs抗体、HBs抗

原)、流行性耳下腺炎(IgG抗体)

4,206

感染症発生動向調査事業
（呼吸器感染症、腸管感染症等
　：患者由来検体）

3,458

アデノウイルス、アストロウイルス、ヒトパルボB19ウイルス、チクングニアウイルス、

コクサッキーウイルス、デングウイルス、エンテロウイルス属、A型肝炎ウイルス、E型肝

炎ウイルス、ヒトヘルペスウイルス6型、ヒトヘルペスウイルス7型、単純ヘルペスウイル

ス1型、単純ヘルペスウイルス2型、A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイ

ルス、日本脳炎ウイルス、麻疹ウイルス、ムンプスウイルス、ノロウイルス、ライノウイ
ルス、A群ロタウイルス、C群ロタウイルス、RSウイルス、風疹ウイルス、サポウイル

ス、SFTSウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、Zikaウイルス、SARS-CoV-2

5,971

感染症発生動向調査事業
（日本紅斑熱検査：患者由来検体）

56 日本紅斑熱（Rickettsia japonica YH株） 81

感染症発生動向調査事業
（つつが虫病抗体検査：患者由来検体）

30
Orientia tsutsugamushi Kuroki株、

Orientia tsutsugamushi  Kawasaki株
42

集団発生：急性胃腸炎
（患者由来検体、食品、ふきとり）

154
ノロウイルス、アストロウイルス、A群ロタウイルス、C群ロタウイルス、サポウイルス、

アデノウイルス、エンテロウイルス属
303

集団発生：呼吸器感染症
（患者由来検体）

628 アデノウイルス、ヒトメタニューモウイルス、ボカウイルス、RSウイルス、SARS-CoV-2 587

県産水産物安全対策調査（岩かき） 12 ノロウイルス 12

感染症予防事業
（ウエストナイル等調査：蚊）

163
ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、デングウイルス、チクングニアウイルス、
ジカウイルス

312

総検体数 4,927 総検査項目数 11,654

表1　依頼検査数表 1 依頼検査数  
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図 1 A 型インフルエンザ年齢群別 HI 抗体保有状況（HI 価 40 以上）  

図 3 麻しん年齢群別 PA 抗体保有状況  

図 2 B 型インフルエンザ年齢群別 HI 抗体保有状況（HI 価 40 以上）  
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図 4 風しん年齢群別 PA 抗体保有状況  

図 5(a) 女性の風しん HI 抗体保有状況  

図 5(b) 男性の風しん HI 抗体保有状況  
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図 6(a) ポリオ年齢群別中和抗体保有状況【1 型】 

図 6(b) ポリオ年齢群別中和抗体保有状況【2 型】 

図 6(c) ポリオ年齢群別中和抗体保有状況【3 型】 
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２）その他の事業 

(1)保健所等試験検査の精度管理(ウイルス部門) 

保健所等試験検査の精度管理調査は、試験検査機

関の検査精度の安定化とその向上を目的として、平

成 9 年度から実施している。ウイルス部門は新たに

平成 22 年度から調査を実施している。  

(対象)検査課設置 7 保健所、船橋市保健所及び柏市

保健所  

(調査項目)ノロウイルスの検査について  

(調査方法及び調査試料) 全保健所においてノロウ

イルスの検出をリアルタイム PCR 法によって実施

した。  

 試料はノロウイルス陽性であった便乳剤 2 検体と

コントロール DNA を用いて調製した 2 検体を配布

した。  

(調査結果)全保健所で期待した結果を得られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 水痘年齢群別 EIA-IgG 抗体保有状況  

図 8 流行性耳下腺炎年齢群別 EIA-IgG 抗体保有状況  
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表 2 採取月別ウイルス検出状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

SARS-CoV-2 68 150 218

コクサッキーウイルスA群2型 1 1

コクサッキーウイルスA群4型 1 1

コクサッキーウイルスA群5型 1 1

コクサッキーウイルスA群6型 3 11 4 18

コクサッキーウイルスA群10型 1 1

コクサッキーウイルスA群16型 1 1 1 3

コクサッキーウイルスB群3型 3 3 6

エコーウイルス11型 5 5

エコーウイルス30型 1 1

エンテロウイルス属型不明 1 1

ライノウイルス-A 1 1 2 3 7

アデノウイルス2型 2 2 4

アデノウイルス3型 1 1 2

アデノウイルス4型 1 1

アデノウイルス37型 1 1 2

アデノウイルス型不明 9 9

パルボウイルスB19 2 1 1 1 1 6

RSウイルス 1 2 5 1 1 10

ヒトメタニューモウイルス 4 6 10

デングウイルス1型 2 1 1 2 4 10

デングウイルス2型 2 2 1 5

デングウイルス3型 2 2 4

チクングニアウイルス 2 2 4

A型インフルエンザウイルス（H1pdm） 3 1 4 2 16 50 49 5 130

A型インフルエンザウイルス（H3） 4 2 1 7

B型インフルエンザウイルス（ビクトリア系統） 4 3 1 1 1 2 12

A型肝炎ウイルス 5 2 7

E型肝炎ウイルス 1 1

麻しんウイルス 29 4 3 36

風しんウイルス 24 19 28 11 13 4 3 102

A群ロタウイルスG8 2 13 10 25

A群ロタウイルスG9 4 4

A群ロタウイルス型未同定 2 2 4

ノロウイルス（GI） 2 2

ノロウイルス（GII） 1 1 22 24

サポウイルス 2 4 5 3 24 1 39

アストロウイルス 3 6 9

ヒトヘルペスウイルス1型 1 1

ヒトヘルペスウイルス6型 1 4 4 2 1 1 3 3 3 22

ヒトヘルペスウイルス7型 3 1 1 1 1 1 1 2 3 5 3 22

水痘-帯状疱疹ウイルス 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 18

合計 91 59 58 49 34 21 12 32 98 87 96 158 795

検出ウイルス

2019年 2020年
合計
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３－２ 医動物部門 

１）依頼検査  

令和元年度の依頼検査件数は 24 件で、医動物等の

同定に関する検査が 12 件、食品中に混入していた異

物等に関する検査が 12 件あった。医動物等の同定検

査の内訳は表 1 のとおりである。同定依頼件数は平

成 30 年度よりも減少した。令和元年度はクモ類に関

する同定依頼が 8 件あり、全てが外来の毒グモを

疑った検査依頼で、内 6 件が特定外来生物であるセ

アカゴケグモと同定された。また、アリ類の同定依

頼が 2 件あり、内 1 件は刺傷被害を伴った同定依頼

で、同定結果はオオハリアリであった。  

食品混入異物等の検査内訳は表 2 のとおりである。

食品混入異物の依頼件数は、平成 30 年度より微増の

12 件であった。12 件中 10 件が食中毒の原因物質の

検査であり、7 件が魚介類に寄生しているアニサキ

ス類の検査で、3 件がヒラメ等に寄生している粘液

胞子虫に関する検査依頼であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　昆虫類 ハチ・アリ類 2 2

チョウ・ガ類 1 1

シロアリ類 1 1

　クモ類 ゴケグモ類 5 1 6

その他のクモ 2 2

11 1 12

県健康福祉
センター

他の行政機関

合計

合計
　　　　　　　　　   依頼者区分

　種別

　昆虫類 チョウ・ガ類 1 1

　寄生虫類 線虫類 7 7

粘液胞子虫類 3 3

　その他 1 1

12 12合計

　

合計
県健康福祉
センター

他の行政機関
種別区分

依頼区分

表 1 令和元年度 医動物等の同定検査内訳  

表 2 令和元年度 食品混入異物等の同定検査内訳  
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２）調査研究                                                        

(1)千葉県における蚊の生息実態調査 

蚊は日本脳炎、デング熱、マラリア、ウエストナ

イル熱などの感染症を媒介する重要な衛生動物で

ある。千葉県は国際空港を有しており、県内におけ

る蚊の生息状況を把握することは、蚊媒介感染症が

侵入した際に感染拡大の予測に結びつくため、公衆

衛生上有益である。当室では 2003 年から千葉県に

おける蚊の生息実態把握を目的として、調査を行っ

ている。 

a 千葉県ウエストナイル熱対応マニュアルに基づ 

く蚊の生息調査 

炭酸ガス・ライトトラップを用い、 7 月から   

10 月にかけて調査地点 6 か所(千葉市中央区、富

里市御料、成田市加良部、匝瑳市八日市場、銚子

市清川町、香取市佐原)で調査を実施した。 

本調査では 628 個体の蚊が捕獲され、10 種群計

612 個体の蚊が種同定された(表 3)。採取された蚊

の優占種はコガタアカイエカ、アカイエカ群、ヒ

トスジシマカであった。これらのうちメスの個体

620 個体(117 プール)について、リアルタイム PCR

法による遺伝子検査を実施したところ、全て陰性

であった。なお、同時に日本脳炎ウイルスの遺伝

子検査も実施したところ、全て陰性であった。 

b 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針に基 

づく蚊の定点モニタリング 

本調査は、厚生労働省の策定した蚊媒介感染症

に関する特定感染症予防指針に基づく対応の一環

として実施し、5 月から 10 月まで、捕虫網を用い

た人囮法により、調査地点 3 か所(千葉市美浜区、

柏市柏の葉及び長生郡一宮町)で 10 回調査を実施

した。蚊の捕獲は、千葉市美浜区は当室が、柏市柏

の葉は柏市保健所が、長生郡一宮町は長生保健所

が行った。蚊の同定は全て当室で実施した。本調査

ではヒトスジシマカ 236 個体 (千葉市美浜区 16 個

体、柏市柏の葉 160 個体、長生郡一宮町 60 個体）

が捕獲された。このうちメスの個体 126 個体(31

プール)について、リアルタイム PCR 法により、デ

ングウイルス、チクングニアウイルス及びジカウ

イルスの遺伝子検出を試みたところ、全て陰性で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個体）

実施場所
千葉市

中央区

富里市

御料

成田市

加良部

匝瑳市

八日市場

銚子市

清川町

香取市

佐原
計

コガタアカイエカ 7（58.3）   5  （4.2） 43（57.3） 23（20.0）   2  （3.8） 235（92.5） 315

アカイエカ群 3（25.0） 33（27.7） 10（13.3） 73（63.5） 12（22.6）  14   （5.5） 145

ハマダライエカ 1  （8.3）   5  （4.2）   1  （1.3）   3  （2.6）   0  （0.0）    0   （0.0） 10

カラツイエカ 0  （0.0）   6  （5.0）   3  （4.0）   0  （0.0）   0  （0.0）    0   （0.0） 9

イエカ属種同定不能 0  （0.0）   5  （4.2）   4  （5.3）   4  （3.5）   0  （0.0）    3   （1.2） 16

ヒトスジシマカ 1  （8.3） 64（53.8） 12（16.0）   9  （7.8） 38（71.7）    0   （0.0） 124

ヤマダシマカ 0  （0.0）   0  （0.0）   1  （1.3）   0  （0.0）   1  （1.9）    0   （0.0） 2

ヤマトヤブカ 0  （0.0）   0  （0.0）   1  （1.3）   1  （0.9）   0  （0.0）    0   （0.0） 2

シナハマダラカ 0  （0.0）   0  （0.0）   0  （0.0）   0  （0.0）   0  （0.0）    2   （0.8） 2

キンパラナガハシカ 0  （0.0）   1  （0.8）   0  （0.0）   1  （0.9）   0  （0.0）    0   （0.0） 2

フタクロホシチビカ 0  （0.0）   0  （0.0）   0  （0.0）   1  （0.9）   0  （0.0）    0   （0.0） 1

合計 12 119 75 115 53 254 628

アカイエカ群にはアカイエカとチカイエカを含む

（  ）内は場所毎の構成比（%）を示す

表3　令和元年千葉県ウエストナイル熱対応マニュアルに基づく蚊の生息調査結果表 3 令和元年度千葉県ウエストナイル熱対応マニュアルに基づく蚊の生息調査結果  
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(2)千葉県におけるアルゼンチンアリの生息調査 

近年、物資や人の移動に伴って、国内には本来生息して

いなかった外来生物が侵入しつつある。外来生物には生態

系を崩すだけでなく、人に健康被害をおよぼす衛生動物が

存在する。千葉県における外来の衛生害虫等の侵入調査と

してアルゼンチンアリについて生息調査を実施した。 

アルゼンチンアリに関する生息調査は生物多様性セン

ター及び千葉大学海洋バイオシステム研究センターと共

同で実施した。浦安市から南房総市までの東京湾沿岸地域

(浦安市高洲、習志野市茜浜、千葉市中央区、市原市五井

南海岸、市原市姉崎海岸、袖ヶ浦市南袖、木更津市潮浜、

富津市大堀、富津市新富、富津市富津、富津市湊、鋸南町

元名、南房総市富浦町南無谷)13 地点で、ベイトトラップ

により、10 月に 1 回調査を実施した。令和元年度は、調査

時期に台風等の影響があり、アリ類が採集された地点は、

浦安市から袖ケ浦市までの 6 地点であった。また、6 地点

で採集されたアリ類は 11 種で、アルゼンチンアリを含む

外来のアリ類は採集されず、全て在来種であった。本調査

の結果から、アルゼンチンアリが侵入・定着していないと

は断定できないが、アルゼンチンアリの影響により在来ア

リは駆逐されるといわれており、在来アリが確認されたた

め、調査を実施した地点においては、アルゼンチンアリが

生息している可能性は低いと考えられた。 

また、在来種であるが、オオハリアリが千葉市の調査地

点で採集された。オオハリアリは、東北の一部を除く地域

で生息しており、刺傷被害報告例がある種である。在来種

であるが注意が必要な種である。 

平成 29 年に初めてヒアリの侵入が確認され、千葉県に

おいても侵入が確認された(定着は未確認)。アルゼンチン

アリは、屋内侵入性が高く、食べ物等にたかり、人が咬ま

れるといった精神的被害の他、病院内に侵入し院内感染の

原因となる可能性が疑われている。またヒアリは刺傷被害

によりアナフィラキシーショック等の健康被害をもたら

す。外来アリ類は、侵入・定着させると駆除が困難であり、

人間生活に与える影響も大きいことから、早期発見・早期

駆除が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉県衛研年報 第 68 号 2019 年 

- 20 - 

４．医薬品研究室 

１）依頼検査 

検査は、すべて県薬務課からの依頼である。検査対象は

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、家庭用品の他に

無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品)及び危険ドラッグ

等である。検査項目は有効成分の定量、医薬品成分、指定

薬物あるいは有害規制物質などである。 

実施した依頼検査の事業名、検査対象品、検体数、検査

項目及び検査数は表 1 のとおりである。検体総数は 249、

検査総数は 34,123 であり、前年度(検体総数：277、検査総

数：86,190)と比較すると減少した。 

(1)医薬品等一斉監視指導事業 

厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の「医薬品等一斉監

視指導実施要領」に基づき実施している事業であり、検査

対象は、後発医薬品の品質確保対策として厚生労働省が指

定した品目と、県薬務課が指定した品目となっている。 

検体は、保健所の薬事監視員が薬局や医薬品販売業の店

舗若しくは営業所等に立入検査を行った際に、収去若しく

は任意提供を受けた医薬品である。 

後発医薬品は、医療用医薬品であるニザチジンを含有す

る医薬品 10 検体について溶出試験を行った結果、全て基

準に適合していた。 

一般用医薬品は鎮痛薬 1 検体について、性状試験、確認

試験、製剤均一性試験、崩壊試験及び定量試験(イブプロ

フェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイ

ン)を行った結果、基準に適合していた。 

医薬部外品は、歯みがき粉 1 検体について、性状試験、

pH 及びフッ化ナトリウムの定量試験を行った結果、基準

に適合していた。 

医療機器は、視力補正用コンタクトレンズ 1 検体につ

いて、外観及び無菌検査を行った結果、基準に適合してい

た。 

(2)家庭用品安全対策事業 

本事業は、消費者の健康被害の未然防止、拡大防止を目

的とした「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法

律」に基づき、県内のスーパーマーケットあるいは小売店

から購入した製品について、有害規制物質の検査を実施し

ている。繊維製品については、特に化学物質に対する感受

性が高い生後 24 か月以内の乳幼児用繊維製品(おしめ、お

しめカバー、よだれ掛け、下着及びくつ下等)を主な対象

とし、生後 24 か月を超えるものは下着、手袋、くつ下及

び寝衣等の検査を行った。検査項目は、抗原性が高く皮膚

刺激性がある遊離ホルムアルデヒドを対象に 104 検体、さ

らに、そのうちの 10 検体について羊毛製品の防虫加工剤

として使用が禁止されているディルドリンの検査を行っ

た。 

また、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法

律施行規則の一部を改正する省令の制定」(平成 27 年厚生

労働省令第 124 号)により、トリフェニル錫化合物及びト

リブチル錫化合物の試験法が改正されるとともに、アゾ化

合物が検査項目に追加されたことを受け、繊維製品のうち、

トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物について

は各々2 検体、アゾ化合物については 10 検体の検査を行っ

た。 

その他、かつら等接着剤 2 検体については、ホルムアル

デヒドを、家庭用エアゾル 4 検体については、塩化ビニル、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びメタノー

ルを、住宅用洗浄剤 4 検体については、塩化水素・硫酸濃

度を定量した。家庭用洗浄剤 4 検体については、水酸化カ

リウム・水酸化ナトリウム濃度の定量及びトリクロロエチ

レン、テトラクロロエチレンの検査を行い、そのうちの 1

検体については容器試験を併せて行った。家庭用木材防腐

剤、木材防虫剤、家庭用防腐木材、防虫木材各 2 検体につ

いては、ベンゾ［a］アントラセン、ベンゾ［a］ピレン、

ジベンゾ［a，h］アントラセン濃度を定量した。 

その結果は、いずれの検体も基準を超えるものは認めら

れなかった。 

(3)無承認無許可医薬品取締事業 

いわゆる健康食品の中には、食品と称しながらも医薬品

成分を含むものがあり、これらについては、無承認無許可

医薬品として販売等が規制されている。近年、これら無承

認無許可医薬品による肝臓障害等の健康被害や死亡事例

が報告されている。これらの製品は、市中の店舗、インター

ネット、個人輸入等で手軽に入手できることから、早期に

製品検査を行い、未然に健康被害を防止する必要があるた

め、買上げ検査を実施している。 

強壮・強精作用を暗示する 73 検体については、シルデナ 

フィル等 32 項目の検査を行った結果、タダラフィルを  

2 検体検出した。健康茶（粉末）を含む痩身系健康食品  

13 検体については、フェンフルラミン等 8 項目の検査を

行い、いずれの成分も検出されなかった。 

その他の 10 検体は、グリベンクラミド等の血糖降下剤及

びメフェナム酸等の消炎鎮痛剤等 31 の医薬品成分の検査

を行い、いずれの成分も検出されなかった。 

また、その他の 5 検体は、電子たばこのニコチン成分に

ついて検査を行ったが、成分は検出されなかった。 

(4)危険ドラッグ対策事業 

多幸感や快感を高める化学物質や植物を含有する危険

ドラッグを使用することで、健康被害や犯罪等を起こし、

麻薬・覚醒剤を使用するきっかけとなることが危惧されて

いる。このことから、危険ドラッグと思われる製品をイン

ターネットにより 13 検体を買い上げ、医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬

事法)に基づく指定薬物について検査を実施した。 
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その結果、指定薬物及びその構造類似体と医薬品成分は

検出されなかった。 

(5)県内医薬品メーカー等の査察指導 

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理基準 

(医薬品等 GMP)、医療機器及び体外診断用医薬品の製造

管理及び品質管理基準（医療機器 QMS)は、医薬品、医薬

部外品及び医療機器製造販売承認の要件とされており、薬

務課が GMP 等の適合性調査を実施している。 

令和元年度は、1 件の査察指導に同行した。 

(6)医薬品及び医薬部外品の承認申請書の調査 

 知事が承認する医薬品の承認申請の規格及び試験法の記

載について調査を行った。 

薬務課から依頼のあった医薬品のビタミン主薬製剤 3 件、

医薬部外品のビタミン含有保健剤 3 件及び染毛剤 1 件につ

いて、調査を実施し、試験法の内容や記載事項に対する指

導を行った。 

 

２）調査研究 

調査研究においては、依頼検査を行う中で、迅速性・簡

易性・正確性・コスト等に問題のある試験法の改良、ある

いは試験法の確立を検討している。また、無承認無許可医

薬品並びに危険ドラッグ等検査を行う中で、新規医薬品成

分等を追求し、当該成分の同定・確認を行っている。さら

に、それらの医薬品成分を新たに検査項目に加えることで、

時宜を得た効果的な検査を行っている。 

(1)GC-MS/MS を用いた危険ドラッグ分析法の構築につい

て 

国及び都道府県による規制及び取締まりの強化の結果

から、インターネットによる危険ドラッグの購入も難しく

なり、県民への健康被害の発生及び拡大防止についてある

程度の成果が出ているが、未だ予断が許されない状況は続

いている。当室においては、LC-MS/MS を用いた危険ド

ラッグの一斉分析法を構築したが、より精度の高い危険ド

ラッグ分析法を構築するため、新規に整備した GC-MS/MS

を用いた危険ドラッグの分析法の構築を検討する。 

(2)いわゆる健康食品中に含まれる医薬品成分の立体異性

体判定 

いわゆる健康食品から検出される専ら医薬品成分であ

るタダラフィル（勃起不全治療薬）やシブトラミン（抗肥

満薬）には立体異性体が存在する。立体異性体は異性体間

で生理活性が異なることが多く、いわゆる健康食品に含有

されていた医薬品成分はどの異性体か判断することが重

要となってくる。今回、異性体の判定を迅速に行うため、

円二色性分散計を用いて医薬品成分及び医薬品成分の類

似体の構造及び立体異性体の違いをまとめ、データベース

を作成する。 

(3)GC-MS/MS を用いた多環芳香族化合物類（PAHs）及び

芳香族アミンの分析法の検討 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」で

は、クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木

材防虫剤並びにクレオソート油で処理された家庭用の防

腐剤及び防虫木材について、多環芳香族化合物（PAHs）の

濃度が規制されている。また、平成 28 年 4 月から、特定

芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の家庭用品繊維

製品等への使用が規制された。PAHs 及び特定芳香族アミ

ンについては、GC-MS による分析が求められているが、

より精度の高い分析を行うため、新規に整備した GC-

MS/MS を用いた PAHs 及び特定芳香族アミンの分析法の

構築を検討する。 

(4)シルデナフィル類似体におけるホスホジエステラーゼ

阻害活性の調査について 

いわゆる健康食品から検出されるシルデナフィル（勃起

治療薬）等の構造類似体は、薬理作用である PDE5 阻害活

性について報告されていないことが多い。PDE5 阻害の副

作用には頭痛や血圧低下等があり、海外では死亡事例が報

告され、活性の強い構造類似体が流通していることがある。

このため、構造類似体がシルデナフィル等と同様に薬理作

用を持つか、構造類似体の PDE5 阻害活性を調査する。 

 

３）その他の事業 

(1)外部精度管理 

  厚生労働省が実施している「都道府県衛生検査所等にお

ける外部精度管理」に参加し、技能試験を受けている。令

和元年度は、プロブコール錠の定量試験及び確認試験を

行った。 

(2)公的認定試験検査機関 

  平成 24 年度から「千葉県 GMP 調査要領」に基づき認定

されており、年に 1 度、当所の品質管理監督システムが認

定基準を満たしているかどうか薬務課による調査を受け

ている。 
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事業名 検査対象品 検体数 検査項目 検査数

医療用医薬品

（ニザチジンを含有する製剤）、

カプセル剤

10 溶出試験 10

一般用医薬品（鎮痛薬）、錠剤 1 性状試験、確認試験(1)、確認試験(2)、製剤均一性試験、

崩壊試験、定量試験（イブプロフェン及びアリルイソプロピ

ルアセチル尿素）、定量試験（無水カフェイン）

8

医薬部外品（歯みがき粉）、

ペースト状

1 性状試験、pH、定量試験（フッ化ナトリウム） 3

医療機器（視力補正用コンタクト

レンズ）

1 外観、無菌検査 2

繊維製品 104 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(104)、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ(10)、ﾄﾘﾌｪﾆﾙ錫化合物 (2)、

ﾄﾘﾌﾞﾁﾙ錫化合物 (2)、ｱｿﾞ化合物(10)

かつら等接着剤 2 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(2)

家庭用ｴｱｿﾞﾙ製品 4 塩化ﾋﾞﾆﾙ(4)、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(4)、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(4)、ﾒﾀﾉｰﾙ(4)

住宅用洗浄剤（酸性洗剤） 4 塩化水素・硫酸(4)

家庭用洗浄剤（ｱﾙｶﾘ洗剤） 4 水酸化ｶﾘｳﾑ・水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(4)、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(4)、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(4)、容器試験(1)

家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤 2 ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ｱﾝﾄﾗｾﾝ(2)、ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ﾋﾟﾚﾝ(2)、ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ[a,h]ｱﾝﾄﾗｾﾝ(2)

家庭用防腐木材及び防虫木材 2 ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ｱﾝﾄﾗｾﾝ(2)、ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ﾋﾟﾚﾝ(2)、ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ[a,h]ｱﾝﾄﾗｾﾝ(2)

強壮系健康食品

第1期～第3期

73 ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ､ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ､ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ､ ﾎﾝﾃﾞﾅﾌｨﾙ､ﾎﾓｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾓｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ｱﾐﾉﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ、ﾌﾟｿｲﾄﾞﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ｷｻﾝﾄｱﾝﾄﾗﾌｨﾙ、ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ、ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ、ﾁｵﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ﾖﾋﾝﾋﾞﾝ、ﾁｵｷﾅﾋﾟﾍﾟﾘﾌｨﾙ、ﾎﾓﾁｵﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ﾁｵｱｲﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ｼｸﾛﾍﾟﾝﾁﾅﾌｨﾙ、N -ｵｸﾁﾙﾉﾙﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ、ｱﾎﾟﾓﾙﾌｨﾝ、ﾘﾄﾞｶｲﾝ、

ﾌﾟﾛｶｲﾝ、ﾃﾄﾗｶｲﾝ、ﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾝﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ﾒﾁｿｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ﾑﾀﾌﾟﾛﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ｲﾝﾖｳｶｸ、ｼﾞﾒﾁﾙｼﾞﾁｵﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ﾎﾓﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ、

ﾃﾞｽｶﾙﾎﾞﾝｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ、ﾉﾙﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ、ﾉﾙｶﾙﾎﾞﾃﾞﾅﾌｨﾙ、

ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼﾌｪﾆﾙﾉﾙｱｾﾁﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ　　以上32項目

2,336

痩身系健康食品

第2期

13 ﾌｪﾝﾌﾙﾗﾐﾝ､N- ﾆﾄﾛｿﾌｪﾝﾌﾙﾗﾐﾝ､ｼﾌﾞﾄﾗﾐﾝ､脱N -ﾒﾁﾙｼﾌﾞﾄﾗﾐﾝ、

ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ、ｾﾝﾉｼﾄﾞA及びB(健康茶については部位の同定)、

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ、5-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ

以上8項目

104

その他

第3期

15 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ､ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ､ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ､ﾌｪﾝﾎﾙﾐﾝ､

ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｴﾄｷｼﾍﾞﾝｻﾞﾐﾄﾞ､ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ､ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ､ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ､

ﾆﾌﾙﾐﾝ酸､ﾒﾌｪﾅﾑ酸､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ､ﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ､ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ､ｽｷｼﾌﾞｿﾞﾝ､

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ､ｶﾙﾌﾟﾛﾌｪﾝ､ｵｷｼﾌｪﾝﾌﾞﾀｿﾞﾝ､ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ､ﾄﾙﾌｪﾅﾑ酸､

ﾆﾒｽﾘﾄﾞ､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ､ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ､ｺﾙﾁｿﾞﾝ､ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ､

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙ､ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ､ﾆｺﾁﾝ　　以上32項目

480

危険

ドラッグ

対策事業

危険ドラッグ

第1期

13 令和元度末　指定薬物指定（施行）数：2,385※

　・平成30年度末　指定薬物（施行）数：2,376

　・令和元年度追加指定薬物（施行）数：   18

　　（令和元年度知事指定薬物指定15薬物含む）

         （※令和元年度中に指定薬物9薬物が麻薬に指定された

　　　ことから、令和元年度の指定薬物増加数は9）

31,005

249 検査総数 34,123検体総数

表1  令和元年度　依頼検査概要

医薬品等

全国一斉

監視指導

事業

家庭用品

安全対策

事業

175

無承認

無許可

医薬品

取締事業

表 1 令和元年度 依頼検査概要 



千葉県衛研年報 第 68 号 2019 年 

- 23 - 

５．食品化学研究室 

１）試験検査 

食品の安全性を確保するため策定された「千葉県食品衛

生監視指導計画」に基づく「食品等の収去検査等に関する

事項」の実施に関し、残留動物用医薬品、特定原材料（ア

レルゲン）を含む食品、遺伝子組換え食品及び放射性セシ

ウム等に関する検査を計画的に行うため、令和元年度も食

品化学検査等実施要領に基づき試験検査を行った。 

令和元年度、当研究室が行なった試験検査は、残留動物

用医薬品検査、遺伝子組換え食品の検査、アレルゲンを含

む食品の検査、カビ毒検査、ふぐ毒・貝毒検査及び放射性

物質の検査等で、総検体数 629 検体、延べ検査項目数は

1,768 項目であった。 

(1)農産物安全対策調査 

農産物は千葉県産品である生落花生を検査対象として

いる。令和元年度は、5 検体についてカビ毒の総アフラ

トキシン（アフラトキシン B1、B2、G1 及び G2 の総和）

の検査を行った。結果は全ての検体で陰性であった。 

(2)水産物安全対策調査 

水産物は千葉県産品である岩かき 2 検体について、麻

痺性貝毒及び下痢性貝毒の検査を行った。結果は全ての

検体で不検出であった。 

(3)畜産物安全対策調査 

県産の食品を対象とした畜産物では、残留する動物用

医薬品についてハチミツ 8 検体の検査を行った。結果は

全ての検体で基準値未満であった。 

(4)輸入食品安全対策調査 

輸入食品を対象として、水産物及びナッツ・乾燥果実

について検査を行った。輸入水産物 5 検体については、

畜産物安全対策調査と同様に動物用医薬品検査を行った

結果、全て基準値未満であった。また、総水銀を測定し

た結果、1 検体は、暫定規制値を上回ったが暫定規制値

適応外魚種であった。他の 4 検体は暫定基準値未満で

あった。 

輸入ナッツ・乾燥果実 16 検体については、カビ毒の総

アフラトキシン（アフラトキシン B1、B2、G1 及び G2 の

総和）の検査を行った。結果は全ての検体で陰性であっ

た。 

(5)加工食品等安全対策調査 

a 特定原材料（アレルゲン）を含む食品検査 

アレルギーを引き起こす食品としては現在、卵、牛乳、

小麦、そば、落花生（ピーナッツ）、えび及びかにの 7

品目が指定され、表示の義務が課せられている。県内で

製造、流通している加工食品のアレルゲンを含む食品の

使用原材料等の適正な表示がされているかどうかを検

証するために、消費者庁から通知された検査法を用いて

平成 16 年度から収去検査を実施している。令和元年度

の検査対象食品の検体数及び測定した品目（アレルゲン）

の内訳は、魚肉ねり製品 4 検体（えび・かに 4）、そう

ざい 31 検体（卵 12、乳 2、えび・かに 12､小麦 5）、弁

当 6 検体（落花生（ピーナッツ）1、小麦 5）、麺類 8 検

体（そば 8）及び菓子類 19 検体（落花生（ピーナッツ）

7、卵 4、乳 6、小麦 2）で合計 68 検体であった。 

 検査の結果、魚肉ねり製品 4 検体から基準値を超える

えびが検出され、その内 2 検体からかにが検出された。 

b 遺伝子組換え食品検査 

遺伝子組換え食品の混入の有無を確認するため、平成

14 年度から収去検査を実施している。令和元年度はダ

イズ穀粒 16 検体について RRS、LLS、RRS2 の定量試

験を行った。結果は全ての検体で基準値である 5%未満

であった。また、コメ加工品 16 検体（63Bt コメ、NNBt

コメ、CpTI コメ）、コムギ加工品 16 検体（MON71200、

MON71700、MON71800）、パパイヤ 6 検体（PRSV-YK、

PRSV-SC、PRSV-HN）、ばれいしょ 8 検体（F10、J3）

について定性検査を行った。結果は全ての検体で陰性で

あった。 

c ふぐ毒検査 

市販されているふぐ加工品 4 検体について、ふぐ毒の

検査を行った。結果は全ての検体で毒性は認められな

かった。 

d アフラトキシン M1 検査 

  牛乳 8 検体について、アフラトキシン M1 の検査を

行った。結果は全ての検体で陰性であった。 

(6)放射性物質調査 

平成23年に発生した福島第一原子力発電所の事故をう

け、平成24年2月より放射性物質の検査を開始した。令和

元年度は、県産野生鳥獣肉26検体及び原則として東日本

において生産または製造され、県内に流通している食品

420検体について、ゲルマニウム半導体検出器による放射

性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検査を行った。結果は全

ての検体で基準値を下回った。 

 

２）化学性食中毒及び苦情食品検査 

令和元年度は、化学性食中毒及び苦情食品等の検査につ

いて、3件の検査を行った。検体数及び延べ検査項目数は

7検体、68項目であった（表2）。 
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検体数
延べ

項目数

水産物

安全対策調査
岩かき（県産） 貝毒 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 2 2 4

畜産物

安全対策調査
ハチミツ 44 8 352

輸入水産物 44 5 220

総水銀 総水銀 1 5 5

輸入ナッツ・乾燥果実 1 16 16

農産物

安全対策調査
生落花生（県産） 1 5 5

乳 ｱﾌﾗﾄｷｼﾝM1 1 8 8

コムギ加工品 MON71200、MON71700、MON71800 3 16 48

ダイズ穀粒 RRS、LLS、RRS2 3 16 48

生鮮ばれいしょ F10、J3 2 8 16

コメ加工品 63Btコメ、NNBtコメ、CpTIコメ 3 16 48

パパイヤ PRSV-YK、PRSV-SC、PRSV-HN 3 6 18

乳 1 8 8

卵 1 16 16

小麦 1 12 12

落花生（ピーナッツ） 1 8 8

麺類 そば 1 8 8

魚肉ねり製品・そうざい えび、かに 2 16 32

ふぐ加工品 ふぐ毒 ふぐ毒 1 4 4

飲料水 91 182

乳児用食品 95 190

牛乳 92 184

一般食品 142 284

県産野生鳥獣肉 26 52

118 629 1,768

輸入食品

安全対策調査

カビ毒

動物用

医薬品

ｱﾙﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ代謝物、ｴﾄﾊﾟﾍﾞｰﾄ、ｴﾝﾛﾌﾛｷｻｼﾝ、ｵｷｿﾘﾆｯ

ｸ酸、ｵﾌﾛｷｻｼﾝ、ｵﾙﾒﾄﾌﾟﾘﾑ、ｽﾙﾌｧｷﾉｷｻﾘﾝ、ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞ

ﾝ、ｽﾙﾌｧｼﾞﾐｼﾞﾝ、ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ、ｽﾙﾌｧﾁｱｿﾞｰﾙ、ｽﾙﾌｧﾄﾞ

ｷｼﾝ、ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ、ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｼﾋﾟﾘﾀﾞｼﾞﾝ、ｽﾙﾌｧﾒﾗｼﾞ

ﾝ、ｽﾙﾌｧﾓﾉﾒﾄｷｼﾝ、ｽﾙﾌｨｿｷｻｿﾞｰﾙ、ｽﾙﾌｨｿｿﾞｰﾙ、ｽﾙﾌｨｿﾐ

ｼﾞﾝ、ﾀﾞﾉﾌﾛｷｻｼﾝ、ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ、ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ、ﾅﾘｼﾞｸｽ

酸、ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ、ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ、ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸、ﾌﾙﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ、

ﾌﾙﾒｷﾝ、ﾓﾗﾝﾃﾙ、ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ、ｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ、ﾃﾄﾗｻｲｸ

ﾘﾝ、ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ、5-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ、ｽﾙﾌｧﾍﾞﾝ

ｽﾞｱﾐﾄﾞ､ｽﾙﾌｧｸﾛﾙﾋﾟﾘﾀﾞｼﾞﾝ､ｽﾙﾌｧﾆﾄﾗﾝ、ｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ､ﾏﾙ

ﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ､ｻﾗﾌﾛｷｻｼﾝ､ｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ､ｵﾙﾋﾞﾌﾛｷｻｼﾝ､ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ

ｼﾝ､ｼﾞﾌﾗｿﾞﾝ

総ｱﾌﾗﾄｷｼﾝ（ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1、B2、G1及びG2の総和）

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137） 2

合　　　計

加工食品等

安全対策調査

遺伝子

組換え

ｱﾚﾙｹﾞﾝ

放射性物質調査
放射性

物質

そうざい・弁当・菓子類

表１　令和元年度食品化学検査実績

事業名 検査対象食品
検査の

種別
検査項目

検査

項目数

令和元年度実績

苦情等の種類 検体の種類 検体数 検査項目 延べ項目数

異臭 おにぎり 4 異臭スクリーニング、官能検査 8

異物 プロテイン中異物 1 蛍光Ｘ線、IR、溶解試験 56

自然毒 ニラ様植物 2 リコリン、ガランタミン 4

合計 7 68

表2 　令和元年度化学性食中毒及び苦情食品検査概要

表 1 令和元年度食品化学検査実績 

表 2 令和元年度化学性食中毒及び苦情食品検査概要 
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３）調査研究 

安全性未審査の組換え DNA 技術応用食品検査に用いる 

リアルタイム PCR 装置の同等性確認試験について 

「安全性未審査の組換え DNA 技術応用食品の検査方

法について」別添「安全性未審査の組換え DNA 技術応用

食品の検査方法」（以下、通知とする）に基づき、安全性

未審査の組換え DNA 技術応用食品の検査（以下、GMO

検査とする）を行っており、現在使用しているリアルタイ

ム PCR 装置である ABI PRISM 7900HT（Thermo Fisher 

Scientific 社製。以下、7900HT とする）から、後継機種と

して Quant Studio 5（Thermo Fisher Scientific 社製。以下、

QS5 とする）を購入しているが、QS5 は通知に記載のない

機種であるため、当所の QS5 が、通知に記載されている

機種である 7900HT と「同等の性能を有する機種」に該当

するかを確認した。当所所有の QS5 について、7900HT と

の同等性確認試験を実施した結果、通知記載の基準を満た

していることを確認できた。 

 

４）受託研究 

(1)特定原材料(ｱﾚﾙｷﾞｰ物質)検査の外部精度管理調査研究 

 一般財団法人食品薬品安全センターから「食品衛生検査

を実施する試験所における品質保証システムに関する研

究」における共同試験研究の協力依頼があり、これを受

託した。検査方法は、調製法を確立した外部精度管理用

試料(特定原材料(小麦))を用いた ELISA キットによる

定量試験で､2 検体について行った。 

(2)遺伝子組換え食品検査の外部精度管理調査  

 国立医薬品食品衛生研究所から「令和元年度遺伝子組換

え食品検査の外部精度管理調査」の協力依頼があり、こ

れを受託した。調査は、安全性未審査の遺伝子組換えサ

ケ(AquaAdvantage)を対象項目とし、定性リアルタイムＰ

ＣＲ法で 5 検体を検査した。 

(3)安全性審査済みの遺伝子組換え食品検査の試験室間共

同試験 

消費者庁から委託を受けた国立研究開発法人 農業・食

品産業技術総合研究機構食品研究部門が実施する「令和

元年度遺伝子組換え食品検査の試験室間共同試験」につ

いて参加依頼があり、これを受託した。 

食品表示の検討に伴い、新しい検査法の開発のため、定

性リアルタイム PCR 法で遺伝子組換え(GM)ダイズの

RRS、MON89788 の検出閾値(下限値)の測定を複数回に

渡り行った。 

(4)令和元年度食品添加物一日摂取量調査 

 国立医薬品食品衛生研究所より依頼を受け、国民が一日

の食事を介して食品添加物をどのように摂取しているか

を把握し、食品の安全性を確認することを目的として、

マーケットバスケット方式により日常食品中の食品添加

物一日摂取量を調査した。混合群 42 検体(7 品群(表 3)各

6 検体）について甘味料（ネオテーム、アドバンテーム）

を検査した。 

 

 

 

５）その他の事業 

(1)外部精度管理調査 

a 食品衛生外部精度管理調査 

一般財団法人食品薬品安全センターが実施している 

「2019 年度食品衛生外部精度管理調査」に参加した。

理化学調査のうち、残留動物用医薬品検査（スルファジ

ミジンの定量）、麻痺性貝毒検査及び特定原材料検査（卵）

を実施し報告した。評価はいずれも「良好」との判定を

受けた。 

b 放射性物質測定技能試験 

公益財団法人日本分析センターが実施している「2019

年度放射性物質測定技能試験」に参加した。ゲルマニウ

ム半導体検出器による放射性セシウム（Cs-137）の測定

を行った。評価は「満足」との判定を受けた。 

c 令和元年度地域保健総合推進事業 

   関東甲信静ブロック精度管理事業に参加した。食中毒

疑い事例を想定した食中毒調査で、試験品中のコルヒチ

ンの定性及び定量を行った。結果は「良好」であった。 

(2)研修事業 

a 保健所等試験検査等担当職員研修 

  保健所等において試験検査業務等に従事する職員に

対し、業務遂行に必要な専門知識と技術を習得すること

を目的に毎年実施している。 

令和元年度当研究室では、食品化学検査コース「乳及 

び乳製品の成分規格検査」について、保健所等の担当職

員 4 名に対して研修を行った。また、「食品異物混入に

関する新任研修」について 20 名に対して研修を行った。 

b 民間企業、学校等対象研修 

淑徳大学栄養学科学生を対象に、食品の安全性に対す

る研究機関の取り組みについて見学を交えて研修を

行った。 

 

 

 

 

 

食品群

第1群 調味料、嗜好飲料

第2群 穀類

第3群 いも類、豆類、種実類

第4群 魚介類、肉類、卵類

第5群 油脂類、乳類

第6群 砂糖類、菓子類

第7群 果実類、野菜類、海藻類

表3 食品群の分別

食品類

表 3 食品群の分別 
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６．生活環境研究室  

当研究室は、飲料水の水質検査、飲料水の放射性

物質検査、水道水質検査精度管理に係る検査、温泉

分析、浴場水等のレジオネラ属菌の検査、室内空気

中の化学物質測定及び健康危機事案に関する水質検

査等を行っている。検査実績を表 1 に示した。  

 

１）飲料水の水質検査  

水質検査年間計画に基づき、県が保有する施設の

飲料水等 73 検体 (浄水 70 検体、原水 3 検体 )につい

て水質検査を実施した。  

検査項目を、全項目、必須項目、原水項目、給水

設備関連項目 (給水項目 )、消毒副生成物項目 (消毒項

目 )、その他の項目に分類し、各施設から依頼のあっ

た項目で検査を実施した。検体の飲料水等の種別、

検査項目別検査数及び実検体数を表 2 に示した。  

水質基準不適合と判定した検体は 1 検体であった。

不適合と判定された水道の種別は、小規模専用水道

1 件であった。基準値を超えた項目は、臭気 1 件で

あった。  

 

２）飲料水の放射性物質検査  

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災に伴う原

子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質

への新たな対応として、平成 24 年 3 月に放射性セ

シウム (セシウム 134 及びセシウム 137 の合計 )の管

理目標値 10Bq/kg が示された。このことから、井戸

水等を飲用として使用する県有施設のうち、希望す

る施設について放射性セシウムの検査を実施するこ

ととなった。  

平成 31 年度は 15 検体の飲料水をゲルマニウム半

導体検出器で検査した結果、すべての検体において

放射性セシウムは検出限界値未満であった。  

 

３）水道水質検査精度管理  

(1)水質検査外部精度管理事業  

千葉県では、県水道水質管理連絡協議会において、

平成 7 年度に外部精度管理を実施する方針を立て、

水質検査外部精度管理事業を開始した。  

平成 31 年度の本事業第 1 回は、一般細菌を対象

項目として 7 月に実施し、47 機関が参加した。  

第 2 回は銅及びその化合物を対象項目として 10

月に実施し、33 機関が参加した。各機関からの報

告値を用いて Grubbs の棄却検定を行った。棄却さ

れた機関はなかった。評価基準により検査精度が良

好でないと評価された機関はなかった。  

(2)水質検査精度管理研修事業  

前年度に実施した精度管理調査 (項目：濁度、フッ

素及びその化合物 )の解析結果を、「平成 30 年度水

質検査精度管理調査結果」として取りまとめ、5 月

に開催した「水質検査精度管理研修会」で水道事業

体等の検査担当者に対する講義資料とした。  

また、水道事業体等における水質検査の技術的な

向上を図るため、実技を含む研修を 2 回実施した。

第 1 回は、水質検査の経験が 3 年以内の水質検査

担当者を対象とし、一般細菌、大腸菌、有機物 (TOC)、

色度、濁度、塩化物イオン等の必須項目を中心とし

た検査法について研修を行った。第 2 回は、シアン

化物イオン及び塩化シアン、フッ素及びその化合物

の検査法について研修を行った。  

(3)厚生労働省の水道水質検査精度管理  

厚生労働省が主催する水道水質検査精度管理のた

めの統一試料調査に参加した。平成 31 年度は有機

試料 (トリクロロエチレン )に参加した。  

その結果、当研究室は第 1 群 (実施要領及び細則に

基づき精度管理が実施され、統計分析で棄却されず、

検査結果への影響が大きいとされた違反事項がな

かった機関 )と判定された。  

 

４）温泉分析  

温泉法に係る分析依頼が 7 件あった。その内訳は、

平成 19 年の温泉法一部改正により義務付けられた

10 年ごとの定期的な再分析に係る依頼が 7 件であっ

た。鉱泉分析法指針 (平成 26 年度改訂 )に従い分析を

行ったところ、再分析の 7 件全てが温泉の定義に適

合し、また成分により療養泉に分類され、泉質名を

付与した。泉質名等を表 3 に示した。  

また小分析依頼が 1 件あったが、温泉の定義に適

合しないと推定された。  

 

５）浴槽水等のレジオネラ属菌検査  

(1)浴槽水等のレジオネラ属菌検査  

平成 31 年度浴槽水等のレジオネラ属菌検査実施

要領に基づき検出されたレジオネラ属菌 17 菌株を

受領した。  

(2)レジオネラ症患者関連調査  

レジオネラ症患者発生に係る調査が 6 件あった。

調査対象施設は病院 3 件、社会福祉施設 1 件、個人

宅 2 件で、検体数は 16 検体であった。レジオネラ

属菌検査を培養法で行ったところ、全ての検体が不

検出であった。  

 

６）室内空気中の化学物質検査  

衛生指導課から依頼のあった 1 施設について 9 月

は 1 階廊下及び 4 階大会議室で VOC 及びアルデヒ

ド類の 57 物質を検査した。2 月は 4 階大会議室及び

3 階小会議室について VOC44 物質のみ測定を実施

した。検査結果を表 4 に示した。9 月測定の 4 階大

会議室からホルムアルデヒド及び 2-エチル -1 ヘキサ

ノール (2E1H)、2 月測定の 4 階大会議室及び 3 階小
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会議室で 2E1H が検出された。室内濃度指針値が定

められた 8 物質については、9 月測定のホルムアル

デヒドのみ検出された。それ以外の物質はいずれの

測定においても全て定量下限値未満であった。  

 

７）研修事業  

(1)保健所等職員研修  

保健所等において試験検査業務等に従事する職員

に対し、業務遂行に必要な専門知識と技術を習得さ

せる目的で毎年行っている。  

本年度当研究室では、飲料水の細菌検査コースと

して、一般細菌・大腸菌をはじめ残留塩素及び臭気

等の水質検査項目について保健所等の担当職員  

4 名に対し研修を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体区分 内訳 検体数 項目数

飲料水等（薬務課事業） 水質基準検査 73 1,459

放射性物質検査 15 15

計 88 1,474

精度管理試料（薬務課事業） 水質検査外部精度管理事業 80 80

厚生労働省の水道水質検査精度管理 1 1

            （衛生指導課事業） レジオネラ属菌検査精度サーベイ 1 1

計 82 82

温泉水（薬務課事業） 鉱泉分析（小分析含む） 8 318

室内空気（衛生指導課事業） VOC検査、アルデヒド類検査 4 290

健康危機管理対応等関連検体 レジオネラ症関連検査 6 16

合計 188 2,180

表1　検査実績

全項目 必須項目 原水項目 給水項目 消毒項目 その他 実検体数※

原水 0 0 3 0 0 0 3

浄水 3 21 0 1 1 0 25

0 8 0 31 20 0 39

1 5 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0

原水 0 0 3 0 0 0 3

浄水 4 34 0 32 21 0 70

そ　　　の　　　他

合　　　計

※同一検体を複数区分で検査した場合1と計上した。

表2　水道の種別における検査区分別検査数と実検体数

検査区分

水道の種別

専用水道＋

小規模専用水道

簡易専用水道+小規模簡易専
用水道+小規模貯水槽水道

飲用井戸等

表 1 検査実績 

表 2 水道の種別の検査項目別検査数と実検体数 

※同一検体を複数区分で検査した場合 1 と計上した。 
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市町村名

香取市

勝浦市

夷隅郡

南房総市

南房総市

南房総市

南房総市 　　ナトリウム-塩化物冷鉱泉

表4　 温泉分析等を行った源泉所在市町村名、判定した泉質名等

泉質名等

　　含鉄・よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉

　　ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉

　　ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉

　　ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉

　　ナトリウム-塩化物冷鉱泉

　　ナトリウム-塩化物冷鉱泉

測定対象 測定時期 測定場所 検出された化学物質 指針値を超過した物質

 　1階廊下 なし なし

県有施設 9月 4階大会議室 ホルムアルデヒド なし

2-エチル-1-ヘキサノール

2月  　3階小会議室 2-エチル-1-ヘキサノール なし

（2日連続） 4階大会議室 2-エチル-1-ヘキサノール なし

表4　室内空気中の化学物質検査実績+B3:F22

県有施設

　　測定対象57物質： （室内濃度指針値が定められている物質）ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジ
クロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン、アセトアルデヒド

（室内濃度指針値が定められていない物質）アセトン、酢酸エチル、ヘキサン、2-ブタノ

ン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、2,4-ジメチルペンタン、ブタノール、ベンゼン、

1,2-ジクロロプロパン、ブロモジクロロメタン、トリクロロエチレン、ヘプタン、4-メチル-

2-ペンタノン、ジブロモクロロメタン、酢酸ブチル、テトラクロロエチレン、iso-,n-,オクタ

ン、ノナン、α‐ピネン、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、βピネン、1,2,4-トリ

メチルベンゼン、デカン、1,2,3-トリメチルベンゼン、2-エチル-1-ヘキサノール、リモネン、

ノナナール、ウンデカン、1,2,4,5-テトラメチルベンゼン、ナフタレン、デカナール、ドデカ

ン、トリデカン、テキサノール、ペンタデカン、 TXIB、ヘキサデカン、アクロレイン、プ

ロピオンアルデヒド、クロトンアルデヒド、ブチルアルデヒド、ベンズアルデヒド、イソバ
レルアルデヒド、バレルアルデヒド、p-,m-,o-トルアルデヒド、ヘキサアルデヒド、2,5-ジメ

チルベンズアルデヒド

※ 2月の測定では下線で示した物質については測定を実施せず

表 3 温泉分析を行った源泉所在市町村名、判定した泉質名等 

表 4 室内空気中の化学物質検査実績 
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７．感染疫学研究室 

１）感染症発生動向調査事業（千葉県感染症

情報センター） 

当室において感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）

に基づく千葉県基幹感染症情報センターとして千葉

市感染症情報センターの協力を得て、千葉県におけ

る感染症発生情報の収集、解析、提供、公開を行っ

ている。  

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染

症、五類感染症の全数把握疾患、新型インフルエン

ザ等感染症及び指定感染症についてはそれぞれ定め

られた基準に従い全医療機関から健康福祉センター

（保健所）に届出される。また五類感染症の定点把

握疾患については定点指定医療機関から調査単位に

従い週(月)毎に健康福祉センター(保健所)へ届出さ

れる。  

これらの届出は健康福祉センター(保健所)から感

染症発生動向調査システム(NESID オンラインシス

テム)に入力され中央感染症情報センター(国立感染

症研究所)へ報告される。また感染症法第 14 条に規

定する厚生労働省令で定める疑似症については、健

康福祉センター(保健所)から NESID 汎用サーベイ

ランスシステムに入力され、中央感染症情報セン

ターへ報告される。  

千葉県感染症情報センターでは、毎週感染症発生

動向調査システム (NESID オンラインシステム)の

千葉県 (千葉市を含む )分データから、週報として

「Chiba Weekly Report」(pdf 版)を作成し、当所ホー

ムページ「千葉県感染症情報センター」に掲載する

ことで広く県民に情報発信している。  

更に定点報告医療機関、各健康福祉センター(保健

所)、行政機関等へ「千葉県感染症発生動向調査情報  

速報版」(ファクシミリ版)を作成し、毎週情報提供

している。  

感染症法施行規則の一部改正により、平成 30 年 1

月 1 日から百日咳が、また、同年 5 月 1 日から急性

弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）が、五類感染症

全数把握疾患となった。  

なお、この事業内容について、千葉県結核・感染

症発生動向調査検討会議において検討がなされた

(令和元年度は 6 月 6 日、9 月 5 日、12 月 5 日、計 3

回開催された。 3 月は新型コロナウイルス感染症 

対応で中止)。  

(1)ホームページ「千葉県感染症情報センター」  

毎週、千葉県感染症情報センターホームページの

下記項目について更新作業を行った。  

ａインフルエンザ、感染性胃腸炎、腸管出血性大

腸菌感染症、麻しん、風しんなど、特に注意が必

要な疾患の情報  

ｂ週報：全数報告疾患及び週報(定点)対象疾患の

週単位情報、感染症天気図・コメント・全数報告

疾患集計表・疾病別グラフ・2014 年以降の週報 /月

報  

ｃ月報：月報(定点)対象疾患の月単位情報、月報

集計表・疾病別グラフ  

ｄ注目疾患：年・疾患ごとのまとめ   

ｅ感染症関連機関へのリンク  

(2)千葉県における 2019 年の感染症報告数  

一類から五類感染症全数把握疾患を表 1 に、五

類感染症定点把握疾患を表 2 に示した。  

全数把握疾患では、特に次の疾患について取り上

げた。  

2019 年における腸管出血性大腸菌感染症は、148

例の届出（前年比 65 例減少）があった。  

類型 疾患名 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

エボラ出血熱 0 0 0 0 0

クリミア・コンゴ出血熱 0 0 0 0 0

痘そう 0 0 0 0 0

南米出血熱 0 0 0 0 0

ペスト 0 0 0 0 0

マールブルグ病 0 0 0 0 0

ラッサ熱 0 0 0 0 0

急性灰白髄炎 0 0 0 0 0

結核 1,174 1,405 1,185 1,089 994

ジフテリア 0 0 0 0 0

重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル

ス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）
0 0 0 0 0

中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属

MERSコロナウイルスであるものに限る。）
0 0 0 0 0

鳥インフルエンザ（H5N1） 0 0 0 0 0

鳥インフルエンザ（H7N9） 0 0 0 0 0

表１　一類から五類感染症全数把握疾患の報告数(その１）

一類

感染症

二類

感染症
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類型 疾患名 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

コレラ 0 0 1 0 0

細菌性赤痢 18 5 6 10 2

腸管出血性大腸菌感染症 185 140 175 213 148

腸チフス 2 2 1 2 2

パラチフス 1 3 0 0 1

E型肝炎 11 17 25 30 31

ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む） 0 0 0 0 0

A型肝炎 10 12 14 36 23

エキノコックス症 0 1 0 0 0

黄熱 0 0 0 0 0

オウム病 1 0 0 0 0

オムスク出血熱 0 0 0 0 0

回帰熱 0 0 0 0 0

キャサヌル森林病 0 0 0 0 0

Q熱 0 0 0 0 0

狂犬病 0 0 0 0 0

コクシジオイデス症 1 0 0 0 1

サル痘 0 0 0 0 0

ジカウイルス感染症 － － 1 0 0

重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス

属SFTSウイルスであるものに限る。)
0 0 0 0 0

腎症候性出血熱 0 0 0 0 0

西部ウマ脳炎 0 0 0 0 0

ダニ媒介脳炎 0 0 0 0 0

炭疸 0 0 0 0 0

チクングニア熱 4 0 0 1 5

つつが虫病 21 27 34 56 46

デング熱 18 16 33 8 29

東部ウマ脳炎 0 0 0 0 0

鳥インフルエンザ

(鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9）を除く。）
0 0 0 0 0

ニパウイルス感染症 0 0 0 0 0

日本紅斑熱 6 5 10 11 5

日本脳炎 0 1 0 0 0

ハンタウイルス肺症候群 0 0 0 0 0

Bウイルス病 0 0 0 0 0

鼻疽 0 0 0 0 0

ブルセラ症 0 0 0 1 0

ベネズエラウマ脳炎 0 0 0 0 0

ヘンドラウイルス感染症 0 0 0 0 0

発しんチフス 0 0 0 0 0

ボツリヌス症 0 1 0 0 1

マラリア 1 5 4 5 2

野兎病 0 0 0 0 0

ライム病 1 0 0 0 0

リッサウイルス感染症 0 0 0 0 0

リフトバレー熱 0 0 0 0 0

類鼻疽 0 0 0 0 1

レジオネラ症 60 77 70 101 110

レプトスピラ症 1 0 3 0 1

ロッキー山紅斑熱 0 0 0 0 0

四類

感染症

表１　一類から五類感染症全数把握疾患の報告数(その２）

三類

感染症
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侵襲性肺炎球菌感染症のサーベイランスは2013年4月か

ら開始されている。2019 年の届出数は 136 例（前年比 19 例

減少）であった。性別では、男性 85 例(62.5%)、女性 51 例

(37.5%)で男性に多く、年齢群別では、80 代 31 例(22.8%)、

70 代 30 例(22.1%)、60 代 26 例(19.1%)、90 代 14 例(10.3%)

であった。 

梅毒の 2019 年の届出数は 145 例（前年比 19 例減少）で

あった。145 例の類型は、患者 93 例(64.1%)、無症状病原体

保有者52例(35.9%)であった。性別では、男性103例(71.0%)、

女性 42 例(29.0%)であった。 

百日咳は 2018 年 1 月から定点把握疾患から全数把握疾患

へと変更となり、2019 年の届出数は 819 例であった。 

 定点把握疾患では、RS ウイルス感染症の 2019 年の報告

数は 3,451 例（前年比 443 例増加）であった。 

手足口病の 2019 年の報告数は、18,544 例（前年比 10,607

例増加）であった。 

 (3)インフルエンザ情報(2019 年 36 週から 2020 年 35 週) 

2019/20 シーズンのインフルエンザは、流行の目安である

定点あたり報告数 1.00 を 2019 年 46 週に超えた。これは、

昨シーズンより 3 週早かった。2019 年 50 週に 10.00 を超

え、2019 年 52 週にピークの 27.00 となった。その後は減

少・微増を繰り返し、2020 年 11 週に 1.00 を下回った.。な

お、報告数が 30.00 を超えなかったため、警報の発令には

至らなかった(図 1)。 

各定点医療機関の協力による迅速診断結果の集計では、

2019/20 シーズンは、2020 年 6 週まで A 型が優位であった

が、以降はB 型が優位となった。2019/20 シーズンは 2019 年

36週～2020年18週までにA型36,801例(88.3%)、B型4,799

例(11.5%)、A 型かつB 型 39 例(0.1%)、A 型またはB 型 28

例(0.1%)の報告があった(図 2)。 

(4)麻しん情報 

麻しんの 2019 年の届出数は 26 例（前年同数）であった。

性別では男性 15 例(57.7%)、女性 11 例(42.3%)であった。

年齢群別では 20 代 8 例(30.8%)、30 代 8 例(30.8%)、40 代

5 例（19.2%）で多かった。ワクチン接種歴は、接種 2 回 4 例

（15.4%）、接種 1 回 11 例（42.3%）、接種なし 5 例(19.2%)、

不明 6 例(23.1%)であった(図 3)。病型別では麻しん【検査

診断例】18 例(69.2%)、修飾麻しん【検査診断例】8 例(30.8%)

であった。 

類型 疾患名 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

アメーバ赤痢 54 53 43 43 47

ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く） 13 10 16 16 10

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 69 73 77 97 77

急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く） － － － 6 2

急性脳炎（ｳｴｽﾄﾅｲﾙ脳炎、西部ｳﾏ脳炎、ﾀﾞﾆ媒介脳炎、東部ｳ

ﾏ脳炎、日本脳炎、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗｳﾏ脳炎及びﾙﾌﾄﾊﾞﾚｰ熱を除く）
54 63 85 80 86

クリプトスポリジウム症 1 1 0 0 0

クロイツフェルト・ヤコブ病 6 9 6 7 8

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 19 22 28 38 38

後天性免疫不全症候群 54 49 51 51 41

ジアルジア症 6 2 1 1 1

侵襲性インフルエンザ菌感染症 12 14 7 22 24

侵襲性髄膜炎菌感染症 2 1 4 2 2

侵襲性肺炎球菌感染症 113 151 151 165 136

水痘（入院例に限る） 5 3 8 27 22

先天性風しん症候群 0 0 0 0 0

梅毒 80 140 141 164 145

播種性クリプトコックス症 2 7 4 9 7

破傷風 7 8 7 6 8

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 3 0 1 3 1

百日咳 － － － 569 819

風しん 16 13 8 383 199

麻しん 0 25 3 26 26

薬剤耐性アシネトバクター感染症 5 3 2 0 1

表１　一類から五類感染症全数把握疾患の報告数(その３）

五類

感染症
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(5)風しん情報 

風疹の 2019 年の届出数は 199 例（前年比 184 例減少）

であった。性別では、男性 161 例(80.9%)、女性 38 例

(19.1%)であった。年齢群別では、40 代 68 例(34.2%)、30

代 49 例(24.6%)、20 代 37 例(18.9%）、50 代 28 例（14.1%）

で多かった。病型別では、検査診断例 192 例(96.5%)、臨

床診断例 7 例(3.5%)であった。ワクチン接種歴は、接種 2

回 6 例（3.0%）、接種 1 回 14 例（7.0%）、接種なし 40 例

(20.1%)、不明 139 例(69.8%)であった(図 4)。 

 

 

 

２）感染症集団発生時の疫学調査業務 

千葉県内での感染症集団発生時に県内の関係機関から要

請を受け、国立感染症研究所実地疫学専門家コース(FETP)

を修了した職員が疫学調査に関する助言及び調査に必要な

情報の収集、解析、提供を行っている。 

2019 年度においては、健康危機事案対応として、1 件の

麻しん発生事案に対応した。 

  

定点の種類 疾患名 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

RSウイルス感染症 2,490 2,808 3,558 3,008 3,451

咽頭結膜熱 3,547 2,089 3,530 3,622 2,364

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 18,747 21,575 20,113 17,186 19,688

感染性胃腸炎 36,655 46,474 33,931 29,530 30,263

水痘 3,271 3,020 2,607 2,456 2,780

手足口病 12,805 5,866 13,579 3,937 18,544

伝染性紅斑 5,332 2,029 396 2,569 4,781

突発性発しん 3,359 3,173 2,960 2,682 2,588

百日咳 136 135 61 － －

ヘルパンギーナ 4,558 5,545 5,304 4,016 3,309

流行性耳下腺炎 4,328 5,966 1,684 747 666

インフル

エンザ定点
インフルエンザ 48,911 78,386 79,730 86,139 87,819

急性出血性結膜炎 17 17 33 28 16

流行性角結膜炎 1,415 1,227 1,420 1,324 949

細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球

菌、インフルエンザ菌を原因とし

て同定された場合を除く。）

19 25 28 22 15

無菌性髄膜炎 52 67 43 58 21

マイコプラズマ肺炎 126 410 211 120 168

クラミジア肺炎

（オウム病を除く）
19 3 2 4 39

感染性胃腸炎（病原体がロタウイ

ルスであるものに限る。）
53 32 104 40 85

メチシリン耐性

黄色ブドウ球菌感染症
389 283 326 370 411

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 100 90 98 93 80

薬剤耐性緑膿菌感染症 5 3 0 1 6

性器クラミジア感染症 794 816 792 870 1,361

性器ヘルペス感染症 404 374 422 392 455

尖形コンジローマ 231 151 192 176 236

淋菌感染症 272 299 272 289 316

非クラミジア性非淋菌性尿道炎 852 428 427 707 609

表２　五類感染症定点把握疾患の報告数

週

報

性感染症定点

小児科定点

眼科定点

基幹定点

月

報

基幹定点
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３）健康危機事案発生時の情報共有システム

に係る業務 

平成 17 年 6 月 20 日付けで策定された「健康危機

事案発生時の情報共有システムについて」に基づく

本事業は、健康危機事案の対応においては、早期の

情報共有と情報データの活用が重要なことから、関

係機関が県内各地で発生する事案を迅速に認知で

きるメーリングリストを用いた体制を健康危機事

案発生情報共有システムとして整備しており、健康

福祉政策課健康危機対策室が運用・管理を行ってい

る。  

本システムに情報共有された健康危機登録事案

の情報をまとめ、一覧表を作成した。  

作成した一覧表は、「健康危機事案発生時の情報

共有システム事業」に係るメーリングリストにおい

て県庁関係課、県下健康福祉センター(保健所)、千

葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所へ情報提供

した。  

 

４）腸管出血性大腸菌感染症遺伝子パターン

解析結果報告書作成及び情報提供業務 

本事業は、県内の腸管出血性大腸菌感染症の患者

及び無症状病原体保有者の菌株を収集し、検査を実

施することで腸管出血性大腸菌の同一株に感染し

た患者の発生状況や、クラスターの形成状況、腸管

出血性大腸菌の感染力の強さ、広域流通食品による

感染拡大の可能性の観点から、広域集団感染である

か否か等、健康危機事案の早期原因究明と迅速な対

応を図ることを目的としている。  

なお、2019 年は 2 回情報提供した。  

 

 

 

５）結核菌 VNTR 型遺伝子解析結果報告書作 

成及び情報提供業務  

平成 20 年 3 月 31 日付け疾病第 5436 号「千葉県

結核菌検査実施要領」に基づく本事業は、県内の結

核患者の菌株を収集し、検査を実施することで、県

内の結核の発生状況や、結核菌の同一株に感染した

患者の発生状況や、クラスターの形成状況、地域的

な感染の集積などから、結核菌の感染伝播状況がわ

かり重点的に対策をとるべき集団や地域を明らか

にすることが目的である。  

搬入された菌株について、細菌研究室で実施した

結核菌 VNTR 型遺伝子解析の結果に、患者情報から

疫学的関連性を検討した上で、コメントを加え報告

書(2019-1～2019-2)を作成し、「健康危機事案発生時

の情報共有システム事業」に係るメーリングリスト

において県庁関係課、県下健康福祉センター (保健

所)、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所へ情

報提供した。  

 

６）研修会 

 ・対象：健康福祉センター（保健所）職員  

 ①感染疫学研修コース  

2019 年 10 月及び 11 月に「健康危機対策（平常

時）における感染症疫学に関する解析及び評価に

係る研修」を開催し、全国及び県内における事案発

生状況、事案の解析及び情報の共有化を図った。  

②東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向

けた公衆衛生対策研修  

2020 年 1 月 31 日に東京 2020 オリンピック・パラ

リンピックに向けた研修会を開催し、「マスギャザ

リングと各国の予防接種状況」等の情報の共有化

を図った。
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８．健康疫学研究室 
健康疫学研究室では、人の集団を研究対象とし、

健康に関わるデータを用いて原因と結果の関係を

検証していくために、疾病のうちでも、とりわけ生

活習慣病にスポットをあて、千葉県民の健康を阻害

している要因を明らかにし、疾病の予防と健康づく

りに役立てることを目的に調査・研究に取り組んで

いる。                   

 

１）健康寿命の延伸  

平成 30 年度に、千葉県健康増進計画「健康ち

ば 21（第 2 次）」の中間評価が行われたほか、

「第 2 次自殺対策推進計画」及び「第 2 次歯・

口腔保健計画」が策定され、県民の健康課題解

決に向けた取り組みを進め、県健康づくり支援

課が主催する「健康ちば地域・職域連携推進協

議会」 (9 月 )等で情報提供をしている。また、

市 町 村 計 画 策 定 支 援 の た め の 市 町 村 へ の 情 報

発信及び人材育成に取り組んでいる。  

  

２）健康格差の実態解明と縮小  

(1)県内市町村の健康寿命 (平均自立期間 )の  

算出精度の検証及び活用  

国 の 健康 増 進 計 画 の 目 標 と なる 健 康 寿 命 に  

関 す る 指 標 は 「 日 常 生 活 に 制 限 の な い 期 間  

の平均」であり、3 年ごとに実施される国民生    

活基礎調査（大規模調査）における健康に関す  

る 自 覚 調 査 の デ ー タ を 用 い て 算 出 す る 。 こ の

ほか、補完的な指標として「日常生活動作が自

立している期間の平均（平均自立期間）」があ

り、性・年齢階級別の人口、死亡数、要介護認

定 者 数 と い っ た 既 存 統 計 デ ー タ を 用 い て 算 出

する。  

市 町 村 規 模 の 格 差 が 大 き い 本 県 に お い て は 、 

健康寿命の比較のためのデータ解析及び運用  

は慎重な扱いが必要となる。  

 令和元年度は、平成 26～ 30 年までの統計デー

タを用い、平成 28 年市町村別健康寿命 (65 歳、

及び 75 歳平均自立期間）を算出した。  

(2)銚子市における「小学 4 年生を対象とした  

食育プログラムの食習 慣変容効果介入研究」

の展開  

銚子市医師会では、市民の平均寿命の短さ  

を 受 け 、 小 児 期 か ら の 生 活 習 慣 病 予 防 活 動 を

提唱し、市内小学 4 年生への“生活習慣病 (小

児 )予防健診”の実施とともに行政、教育、研

究 機 関 と連 携 し た 食 育 プ ロ グ ラム を 開 発 し た 。     

当 研 究 室 で は 、 市 民 の 健 康 課 題 解 決 の た め

に 開 発 さ れ た 、 児 童 を 対 象 と し た 食 育 介 入 プ

ロ グ ラ ム の 効 果 検 証 の た め の 調 査 研 究 を 展 開

し、効果評価検証を続けた結果、従来の食育プ

ログラム介入 4 校から、平成 30 年度より市内

全 12 校に食育授業が展開されるに至った。  

令和元年度は、平成 25 年度から 5 年間を通  

し て の 食 育 介 入 の 効 果 か ら 得 た 結 果 の 概 要 を

リーフレット「海匝地域の健康格差」にまとめ、

以下の内容の周知を図った。  

 なお、本研究は、「海匝地域の健康格差の実態

解明と縮小に向けた研究」の一環として、銚子市

医師会、銚子市健康づくり課、銚子市教育委員

会 及 び 海 匝 健 康 福 祉 セ ン タ ー の 協 力 を 得 て 実

施した。  

 

【リーフレット「海匝地域の健康格差」の内容】 

○海匝地域の健康格差  

 ・海匝地域は、県内においても、平均寿命が短  

く、胃がんや循環器疾患の死亡率の高い地域  

の一つとなっている。  

 ・高血圧において、県内市町村と比較し高い水   

準にある。  

・高血圧、循環器疾患、胃がんに関連する生活    

習慣である食塩摂取は、男女とも県内他保健   

所管内に比べ高水準である（人数が少ないた  

め参考値）。  

○食育プログラム介入研究とは？  

平成 25 年度から 5 年間、小学校 4 年生を

対象に食育授業（減塩教育）を食育介入プロ

グラム (図 1)により実施。授業の前後で尿中

食塩排出量を測定した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 5 年間を通しての介入の効果  

一部の学校では、年を経るごとに推定食塩   

摂取量が多くなる傾向がみられたが、5 年間分

を 併 せ る と 、 介 入 に よ り 推 定 食 塩 摂 取 量 は

0.2g/日減少した。減少量は、学校や年度間の

差 よ り も 個 人 に よ る 差 が 大 き い と い う 結 果

だった。また、「おうちの方に協力してほしい

こと」に対し、「野菜の摂取」を挙げた児童で  

図 1 食育介入プログラム  
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は、授業による介入の前と比べ、授業の後で推  

定食塩摂取量が減少した。  

(3)歯科口腔保健と就労環境との関連に関する    

実証研究  

本県における歯・口腔保健対策のうち、乳   

幼児期から学童期までの歯科保健評価指標に  

おいては、改善傾向が示されている（出典：  

千葉県母子保健事業実績報告、千葉県歯科保  

健実態調査、児童生徒定期健康診断結果、千  

葉県生活習慣アンケート）。  

しかし、成人では 40、 5 0、 60 歳代の進行し

た 歯 周 炎 を 有 す る 人 の 割 合 が 増 加 傾 向 に あ る

〔 出 典 ：市 町 村 歯 科 健 康 診 査 (検 診 )実 績 報 告

書〕。  

そ こ で 、 職 域 に お け る 保 健 対 策 の 有 効 性 に

つ い て 疫 学 的 に 実 証 し 、 職 域 に お け る 効 果 的

な 歯 科 保 健 対 策 に つ い て 具 体 的 な 提 言 を 行 う

こ と を 目 的 と し た 、 厚 生 労 働 省 労 災 疾 病 臨 床

研 究 補 助 金 事 業 「 歯 科 口 腔 保 健 と 作 業 関 連 疾

患との関連に関する実証研究」（平成 26 年度～

28 年度）の研究班に参加し、県内 6 業種（運

輸・その他サービス -清掃 -・製造・福祉・水道・

サ ー ビ ス ） 6 事 業 所 へ の 保 健 介 入 効 果 検 証 を

行ってきた。  

平成 29 年度からは、前記研究を継承すべく

「 歯 科 口 腔 保 健 と 就 労 環 境 と の 関 連 に 関 す る

実証研究」を開始、これまでの 1 歯科保健の向

上、 2 医科疾患の発症と重症化の防止、 3 職域

の 労 働 生産 性 へ の 向 上 に つ い て の 分 析 の ほ か 、

4 医療費の削減、も含めて、クロスオーバーデ

ザインの RCT としての実証研究を行った。  

平 成 30 年 度 は 全 国 健 康 保 険 協 会 千 葉 支 部

（協会けんぽ千葉）との覚書締結により、対象

者の医療レセプトデータの入手に至った。  

ま た 、 特 定 健 康 診 査 の 標 準 的 質 問 項 目 に 口

腔 保 健 指 導 対 象 者 ス ク リ ー ニ ン グ 項 目 が 新 設

さ れ た 年 次 で あ り 、 特 定 保 健 指 導 従 事 者 向 け

歯科保健指導教材開発への協力並びに第 28 回

日 本 産 業 衛 生 学 会 全 国 協 議 会 産 業 歯 科 保 健 部

会フォーラムでの講演活動を行った。  

令和元年度は、前年度に引き続き、協会けんぽ

が保険者である 5 事業所のレセプトから同時期の

国民医療費及び協会けんぽ千葉支部の医療費と比

較し保険者としての費用効果性を分析したところ、

医科薬剤医療費の増加抑制により、総医療費の上

昇は国民医療費及び協会けんぽ千葉支部の上昇の

平均値より低く抑えられた。健康関連 QOL 得点は、

初年度から 2 年度、2 年度から 3 年度が高くなっ

た。歯科口腔保健介入により従業員の便益が継続

的に生じ、事業主の便益が早期に、保険者の便益が

後期に生じることがわかった。健康経営のための

投資として有効であり、コラボヘルスに向いた対

策であることが認められ、令和 2 年度から全国健

康保険協会千葉支部における歯科健診の事業化に

至った。 

 

３）特定健診・特定保健指導に係るデータ収

集、評価・分析事業 

働き盛りの健康増進のための調査研究として、本

事業は、平成 15 年度に「健診データ収集システム確

立事業」として開始され、「老人保健法」の「高齢

者の医療の確保に関する法律」への改正による健診

制度の変更に伴い、平成 20 年度から「特定健診・特

定保健指導に係るデータ収集、評価・分析事業」と

して継続している。データ提供市町村数は平成 18 年

度には 22 市町村、平成 19 年度には 41 市町村であっ

たが、平成 20 年度は、特定健診・特定保健指導の制

度導入に伴い、県として、法の下に 56 全市町村の

データを収集することとした。2 市は直接、その他

の 54 市町村は国保連合会からデータ収集した。  

平成 22 年度には市町村合併の結果、54 市町村と

なった。平成 25 年度実施分からデータクリーニン

グを健康づくり支援課から当研究室で実施するこ

とになった。  

本事業で得られたデータは、県の健康増進計画で

ある「健康ちば 21(第 2 次)」(平成 25 年～平成 34

年)の策定に使用された。  

令和元年度も、引き続き健康づくり支援課を通じ

て収集した平成 29 年度の特定健診・特定保健指導

データ(40.5 万人分)を解析し、集計結果(速報)とし

て報告した(表 1、図 2、図 3)。  

研究課題である「千葉県職員健診データを利用し

た推算糸球体濾過量（eGFR）と影響する要因に関す

る研究」について、令和元年度は以下の分析を行っ

た。  

平成 16 年度～26 年度に実施された千葉県職員（約

1 万人）の健診データについて慢性腎臓病と生活習

慣病リスクや生活習慣との関連についての分析を

行った。慢性腎臓病は eGFR が 60 未満になったとき

と定義した。分析は、生活習慣病リスク解析には多

変量 COX 比例ハザードモデルを、生活習慣との解

析は多変量ロジスティック解析を性別に使用した。 

慢性腎臓病の発症に肥満が男女とも危険因子で

あることが示唆された。脂質異常症は男性で危険因

子であることが示唆された。生活習慣では「夕食後

に間食することが週 3 回以上ある」が、男性におい

て危険因子であることが示唆された(表 2)。 
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40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合 計

総数(54市町村) 21.3 22.0 24.9 30.3 38.4 46.0 49.2 40.1

男性(54市町村) 18.4 19.3 21.3 24.5 31.6 41.8 46.3 35.4

女性(54市町村) 25.0 25.5 29.2 35.7 43.3 49.5 51.6 44.3

表 1 性年齢階級別の受診率(%)  

図 2 保健所別の受診率  

図 3-1 メタボ予備群・該当者（男） 図 3-2 メタボ予備群・該当者（女） 

1：有意に低い  

2：低いが有意ではない  

3：高いが有意ではない  

4：有意に高い  
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４）千葉県自殺対策事業 

本県の自殺対策を推進するための基礎資料とし

て、平成 19 年度から「千葉県における自殺の統計」

報告書を作成している。これは、関係各機関が公表 

している自殺関連の統計情報を収集し、市町村・健

康福祉センター(保健所)ごとの情報として統合・整

理し統計解析を加えたものである。県内の市町村、

健康福祉センター(保健所)等の関係機関、県の自殺

対策連絡会議の資料として活用されている。  

令和元年度は、平成 26 年から平成 30 年までの人

口動態統計を用いて、健康福祉センター(保健所)別、

市町村別に粗死亡率、年齢調整死亡率、標準化死亡

比 (SMR)、標準化死亡比の経験的ベイズ推定値

(EBSMR)を求めた（図 4）。また、平成 30 年の警察

統計を用いて、自殺者の原因・動機別及び職業別の

状況を、全国と千葉県で比較したほか、千葉県警察

本部から提供を受けた自殺統計原票データ（平成 

26～30 年）をもとに、児童・生徒の自殺とその背景

要因を分析した。さらに、自殺との関連が考えられ

る事象として、完全失業率、精神保健に関する電話

相談件数、千葉いのちの電話への相談件数及び救急

搬送件数の分析を行った。  

 

５）健康情報ナビゲータ事業  

県民の健康課題を明らかにし、科学的根拠に

基づ く 保健 ・ 医療 ・ 福 祉施 策 を推 進 する た め 、

さまざまな健康情報を収集し、性・年齢階級・

地域 別 、経 年 的に 分 析 ・加 工 ・公 表 して い る 。 

対象としている情報は、人口動態統計・年齢調

整死亡率・標準化死亡比・市町村国保医療費・

介護情報・特定健診の状況、健康寿命等であり、

健康福祉センター (保健所 )をはじめ、市町村・

保険者における健康増進計画等の策定・評価に

活用されている (図 5 -1,図 5-2)。  

 

６）保健所等職員研修  

－健康疫学コース－  

平成 27 年度から、技術的な格差を解消する

ことを目的として、急速に膨らむ多種多様な情

報の中から必要な情報を選択・整理・分析でき

N HR 95%CI N HR 95%CI

年齢

30～34歳 792 1.00 Reference 409 1.00 Reference

35～39歳 1,417 1.86 1.18 - 2.93 596 1.13 0.63 - 2.01

40～44歳 747 2.61 1.65 - 4.13 299 1.39 0.76 - 2.52

45～49歳 825 2.99 1.91 - 4.69 294 1.66 0.93 - 2.95

50～54歳 1,167 3.37 2.17 - 5.24 287 2.25 1.28 - 3.98

55～59歳 1,042 5.21 3.32 - 8.18 190 3.31 1.74 - 6.29

肥満

BMI ＜ 25kg/m
2 4,529 1.00 Reference 1,833 1.00 Reference

BMI ≧ 25kg/m
2 1,461 1.32 1.13 - 1.54 242 1.45 1.01 - 2.06

GFR区分

1 1,080 1.00 Reference 571 1.00 Reference

2 4,910 36.63 13.70 - 97.94 1,504 13.10 5.36 - 32.01

脂質異常症リスク

No 4,015 1.00 Reference 1,877 1.00 Reference

Yes 1,975 1.16 1.01 - 1.35 198 N.S.

糖尿病リスク

No 4,407 1.00 Reference 1,515 1.00 Reference

Yes 1,583 N.S. 560 N.S.

高血圧リスク

No 4,125 1.00 Reference 1,807 1.00 Reference

Yes 1,865 N.S. 268 N.S.

尿タンパク

- 5,649 1.00 Reference 1,996 1.00 Reference

± 341 N.S. 79 N.S.

HR, hazard ratio; 95%CI, 95%Confidence Interval; BMI, body mass index

変数増加法ステップワイズ (尤度比)にて計算

男性 女性
変数

表 2 多変量 COX 比例ハザードモデル解析結果  
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る 技 術 及 び 優 先 的 に 取 り 組 む べ き 健 康 課 題 を

明らかにし、解決方法を導くためのスキル獲得

を目標に、保健所及び本庁職員を対象とした研

修 (3 日間 )の開催を開始している。令和元年度

は「保健所業務と健康疫学」の時間を拡充し、更に

「関連事業の紹介」及び「データの示し方」を加え、

プログラムの充実を図った（表 3）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

解説：標準化死亡比は、人口の年齢構成の異なる地域間で死亡の状況を比較できるようにした

指標であり、ここでは全国の標準化死亡比を 100 として算出した。さらに自殺者数の少なさに

起因する死亡率の変動の影響を抑え、より安定性の高い指標での地域間の比較を可能とするた

めに、標準化死亡比の経験的ベイズ推定値を算出している（出典：自殺者数は人口動態調査、

人口は全国の推計人口及び千葉県年齢別・町丁字別人口調査、EBSMR の計算には国立保健医療

科学院 HP で公開されている EB estimator for Poisson-Gamma model(Version2.1)を用いた）。  

図 5-1 65 歳男性平均自立期間  図 5-2 65 歳女性平均自立期間  

平成 23 年  平成 28 年  平成 23 年  平成 28 年  

図 4 平成 26 年～30 年の合計でみた市町村別自殺の標準化死亡比の経験的ベイズ推定値

（EBSMR）  

EBSMR 男性 EBSMR 女性 
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各項目の詳細は下記ホームページ参照のこと（統計資料） 

千葉県衛生研究所 健康疫学研究室  

https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/kenkouekigaku/index.html 

・特定健診・特定保健指導に係るデータ収集、評価・分析事業 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/toukeidata/kenshintoukei.html 

・千葉県自殺対策事業（自殺に関する統計） 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/toukeidata/jisatsutoukei.html 

・健康情報ナビゲータ事業 

  https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/seikatsushuukan/kennkoujyouhounabi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 内容 会場 

1 日目 
4 月 25 日（木） 

9:00～16:00 

1．保健所業務と健康疫学Ⅰ 

2．健康指標に係る情報源とその活用 

3．管内の健康指標と現状Ⅰ 

衛生研究所 

研修室 

2 日目 
5 月 23 日（木） 

9:30～16:30 

1．特定健診データとその活用 

2．管内の健康指標と現状Ⅱ 

3．保健所業務と健康疫学Ⅱ（新） 

3 日目 
6 月 20 日（木） 

9:30～17:00 

1．関連事業の紹介（新） 

2．データの示し方（新） 

3．管内の健康課題の整理と課題の解決方法の検討 

4．まとめ 

表 3 保健所等職員研修-健康疫学コース プログラム 
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９．検査課  

年間計画に従い、公設卸売市場等に対する収去に

係る検査及び食品化学検査等の実施計画に係る輸入

食品の検査（主に加工食品の残留農薬検査）を実施

した。  

 

１）公設卸売市場等に対する収去に係る検査  

公設卸売市場等に対する検査計画に基づき、保健

所の食品機動監視課により管轄区域内の公設卸売市

場、食品製造施設及び大型小売り店舗等で収去した

食品等について、食品衛生法により規格基準が定め

られている項目及び食品衛生監視指導の指標項目に

ついて検査を実施した。令和元年度の実績は表1、各

検査項目については表2、表3に示す。この中で規格

基準に抵触した事例はなかったが、千葉県の判定基

準に抵触した事例は表7のとおり、漬物の細菌数及び

大腸菌群1件、和菓子の細菌数1件であった。  

 

２）食品化学検査等の実施計画に係る検査  

 千葉県食品衛生監視指導計画に基づき、保健所の

食品機動監視課、健康生活支援課及び生活衛生課に

より買上げまたは収去した輸入食品（冷凍野菜、冷

凍加工品、農産物加工品）について、残留農薬の

検査を実施した。また、昨年度に引続き妥当性

評価試験を実施した。調査状況を表4、残留農薬検

査項目を表5、妥当性評価試験について表6、輸入食

品の残留農薬検査における検出状況を表8に示す。  

 

３）計画外検査の実施  

令和元年度は、保健所からの苦情食品等の依

頼はなかった。  

 

４）精度管理の実施  

千 葉 県 の 食 品 衛 生 検 査 施 設 に お け る 検 査 等

の業務管理要綱に基づき、検査の信頼性を確保

することを目的として、内部精度管理を実施し

ている。表 9にその実施状況を示す。  

外部精度管理は、一般財団法人食品薬品安全

センターによる調査に参加し、結果は全て良好

であった。表 10にその実施状況を示す。  

 また、表 11のとおり 2019年度厚生労働科学研

究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）の

一般細菌数技能試験に参加した。  
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表 1 令和元年度 公設卸売市場等に対する収去に係る検査実績  

 

 

 

 

表3 細菌検査項目  

分類 検査項目 

野菜類・果実及び 

その加工品 

細菌数、大腸菌群、黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌、E.coli、腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ、 

腸管出血性大腸菌 O26・O103・O111・O121・O145・O157 

菓子類 細菌数、大腸菌群、黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 

乳・乳製品 細菌数、大腸菌群、乳酸菌数、ﾘｽﾃﾘｱ･ﾓﾉｻｲﾄｹﾞﾈｽ 

 

 

  

検
体
数 

総
項
目
数 

細
菌
項
目
数 

理
化
学
項
目
数 

検査項目  食品  

野菜類・果物及び  

その加工品  
30 198 101 97 

細菌、保存料、甘味料、  

タール色素  
漬物  

菓子類  37 299 81 218 
細菌、保存料、甘味料、  

タール色素、酸化防止剤  

生菓子、和生菓子、輸入菓子、

ジャム・フラワーペースト  

乳・乳製品  40 214 77 137 
細菌、保存料、甘味料、  

乳脂肪分等、無脂乳固形分  

乳酸菌飲料、発酵乳、  

チーズ、アイスクリーム類  

魚介類加工品  

(缶詰、瓶詰を除く ) 
5 10 - 10 酸化防止剤  煮干し  

酒精飲料  9 54 - 54 保存料、甘味料、酸化防止剤  果実酒  

器具・容器包装  4 12 - 12 溶出試験  容器包装  

合   計  125 787 259 528   

表 2 理化学検査項目 

分類 検査項目 

野菜類・果実及び 

その加工品 
ｿﾙﾋﾞﾝ酸、安息香酸、ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸、ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ、ﾀｰﾙ色素 

菓子類 
ｿﾙﾋﾞﾝ酸、安息香酸、ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸、ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ、ｱｾｽﾙﾌｧﾑｶﾘｳﾑ、ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ、 

ﾀｰﾙ色素、ｻｲｸﾗﾐﾝ酸、ﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾆｿｰﾙ、ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ、tert-ﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷﾉﾝ 

乳・乳製品 
ｿﾙﾋﾞﾝ酸、安息香酸、ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ、ｱｾｽﾙﾌｧﾑｶﾘｳﾑ、 

乳脂肪分（脂肪分）、無脂乳固形分 

魚介類加工品 

（缶詰、瓶詰を除く） 
ﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾆｿｰﾙ、ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ 

酒精飲料 ｿﾙﾋﾞﾝ酸、安息香酸、ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ、ｱｾｽﾙﾌｧﾑｶﾘｳﾑ、ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ、二酸化ｲｵｳ 

器具・容器包装 溶出試験（重金属、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量、蒸発残留物） 
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表4 令和元年度 輸入食品に係る検査実績  

品目 調査検体数 総項目数 検査項目 食品 

冷 凍 野 菜 （ 青 物 ） 12 2,388 

残 留 農 薬 

（ 有 機 リ ン 系 、 

有 機 塩 素 系 、 

カーバメート系、 

ピレスロイド系、 

そ の 他 ） 

ほ う れ ん そ う 

冷 凍 野 菜 （ 根 菜 類 ） 6 1,132 さといも、れんこん、大根 

冷 凍 果 実 6 1,248 ブ ル ー ベ リ ー 

冷 凍 加 工 品 （ ポ テ ト 類 ） 8 1,680 ﾌ ﾗ ｲ ﾄ ﾞ ﾎ ﾟ ﾃ ﾄ ､ ﾏ ｯ ｼ ｭ ﾎ ﾟ ﾃ ﾄ 

冷 凍 加 工 品 （ 豆 類 ） 8 1,712 枝豆、茶豆、そら豆、いんげん 

農 産 物 加 工 品 （ 果 実 酒 ） 9 1,611 ワ イ ン 

農産物加工品（小麦加工品） 10 1,800 パ ス タ 類 

調 査 検 体 数 合 計 59 11,571  

 

表 5 検査実施農薬名 

有 機 リ ン 系 

(65 農薬) 

EPN､ｱｻﾞﾒﾁﾎｽ､ｱｾﾌｪｰﾄ､ｱﾆﾛﾎｽ､ｲｻｿﾞﾎｽ､ｲｿｷｻﾁｵﾝ､ｲｿﾌｪﾝﾎｽ､ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ､ｴﾁｵﾝ､ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ､ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ､ 

ｴﾄﾘﾑﾎｽ､ｵﾒﾄｴｰﾄ､ｶｽﾞｻﾎｽ､ｷﾅﾙﾎｽ､ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ､ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ､ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ､ｼｱﾉﾎｽ､ｼﾞｸﾛﾄﾎｽ､ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ､ 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞ､ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ､ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ､ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ､ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ､ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ､ﾁｵﾒﾄﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ､ﾃﾙﾌﾞﾎｽ､ 

ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ､ﾄﾘﾌﾞﾎｽ､ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ､ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ､ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ､ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ､ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ､ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ､ 

ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ､ﾌｪﾅﾐﾎｽ､ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ､ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ､ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ､ﾌｪﾝﾁｵﾝ､ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ､ﾌﾞﾀﾐﾎｽ､ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ､ 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ､ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ､ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ､ﾌﾞﾛﾓﾎｽ､ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ､ﾎｻﾛﾝ､ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ､ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ､ﾎｽﾒｯﾄ､ﾎﾙﾓﾁｵﾝ､ﾎﾚｰﾄ､ 

ﾏﾗﾁｵﾝ､ﾒﾀｸﾘﾎｽ､ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ､ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ､ﾒﾋﾞﾝﾎｽ､ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ 

有 機 塩 素 系 

(26 農薬) 

BHC､DDT､γ-BHC､ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ､ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ、ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ､ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ､ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ､ｴﾝﾄﾞﾘﾝ、 

ｷｬﾌﾟﾀﾝ､ｷﾝﾄｾﾞﾝ､ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ､ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ､ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ､ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ､ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ､ｼﾞｸﾛﾌﾙｱﾆﾄﾞ､ｼﾞｸﾛﾗﾝ､ 

ｼﾞｺﾎｰﾙ､ﾃｸﾅｾﾞﾝ､ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ､ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ､ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ､ﾌｻﾗｲﾄﾞ､ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ､ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ 

カーバメート系 

(15 農薬) 

XMC､ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞ及びｱﾙﾄﾞｷｼｶﾙﾌﾞ､ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ､ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ､ｶﾙﾊﾞﾘﾙ､ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ､ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ､ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ､ 

ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ､ﾋﾟﾘﾐｶﾙﾌﾞ､ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ､ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ､ﾌﾗﾁｵｶﾙﾌﾞ､ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ､ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ 

ピレスロイド系 

(16 農薬) 

ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ､ｱﾚｽﾘﾝ､ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ､ｼﾊﾛﾄﾘﾝ､ｼﾌﾙﾄﾘﾝ、ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ､ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ､ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ､ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ､ 

ﾌｪﾉﾄﾘﾝ､ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ､ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ､ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ､ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ､ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ､ﾚｽﾒﾄﾘﾝ 

そ の 他 

(139 農薬) 

EPTC､ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ､ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ､ｱｾﾄｸﾛｰﾙ､ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ､ｱﾄﾗｼﾞﾝ､ｱﾒﾄﾘﾝ､ｱﾗｸﾛｰﾙ､ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ､ 

ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ､ｲﾏｻﾞﾘﾙ､ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ､ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ､ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙ P､ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ､ 

ｴﾎﾟｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ､ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ､ｵｷｻﾍﾞﾄﾘﾆﾙ､ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ､ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ､ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ、ｶﾙﾎﾞｷｼﾝ､ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ､ 

ｷﾉｷｼﾌｪﾝ､ｷﾉｸﾗﾐﾝ､ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ､ｸﾛﾏｿﾞﾝ､ｸﾛﾙｴﾄｷｼﾎｽ､ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾄﾞ､ｸﾛﾛﾈﾌﾞ､ｼｱﾅｼﾞﾝ､ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ､ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ､ 

ｼﾆﾄﾞﾝｴﾁﾙ､ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ､ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ､ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ､ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ､ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ､ｼﾏｼﾞﾝ､ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ､ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ､ 

ｼﾒﾄﾘﾝ､ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ、ｽﾋﾟﾛｼﾞｸﾛﾌｪﾝ､ｿﾞｷｻﾐﾄﾞ､ﾀｰﾊﾞｼﾙ､ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ､ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ､ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ､ 

ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾃﾌﾞﾁｳﾛﾝ､ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ､ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ､ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ､ﾄﾘｱﾚｰﾄ､ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾁｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ､ 

ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ､ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ､ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ､2-(1-ﾅﾌﾁﾙ)ｱｾﾀﾐﾄﾞ､ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ､ﾆﾄﾗﾋﾟﾘﾝ､ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ､ 

ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ､ﾋﾞｵﾚｽﾒﾄﾘﾝ､ﾋﾟｺﾘﾅﾌｪﾝ､ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ､ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ､ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ､ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ､ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ､

ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ､ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ､ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ､ﾋﾟﾛｷﾛﾝ､ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ､ﾌｧﾑﾌｰﾙ､ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ､ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ､ﾌｪﾅﾘﾓﾙ､ 

ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ､ﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛｯﾌﾟｴﾁﾙ､ﾌｪﾝｱﾐﾄﾞﾝ､ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ､ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ､ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ､ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ､ 

ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ､ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ､ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ､ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ､ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ､ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ､ﾌﾙﾌｪﾅｾｯﾄ､ 

ﾌﾙﾌｪﾝﾋﾟﾙｴﾁﾙ､ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ､ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ､ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ､ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ､ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ､ﾌﾟﾛﾊﾟｷｻﾞﾎｯﾌﾟ､ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ､ 

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ､ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ､ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ､ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ､ﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛｼﾞｬｽﾓﾝ､ﾌﾞﾛﾏｼﾙ､ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ､ 

ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ､ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ､ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ､ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ､ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ､ﾍﾟﾙﾀﾝ､ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ､ 

ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ､ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ､ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ､ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ､ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ、ﾒｶﾙﾊﾞﾑ､ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾌｪﾉｷｻﾑ､ﾒﾄﾌﾟﾚﾝ､ 

ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ､ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ､ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ､ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ､ﾚﾅｼﾙ 
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表7 令和元年度 公設卸売市場等に対する収去に係る検査における検出状況  

食品 項目（結果） 理由 

漬物 

細菌数（130,000/g） 
千葉県判定基準に抵触 

細菌数（100,000 以下/g） 

大腸菌群（陰性） 

大腸菌群（陽性） 

和菓子 細菌数（290,000/g） 

 

 

 

表8 令和元年度 輸入食品残留農薬検査における検出状況  

食品 検出農薬名 検出数 残留濃度 検出値 残留基準値＊ 定量限界値 

ブルーベリー 

ｷｬﾌﾟﾀﾝ 4 0.17 ~ 0.64 20 0.01 

ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 5 0.10 ~0.16 2 0.01 

ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 1 0.27 5 0.01 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ 2 0.02 ~0.06 2 0.01 

ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ 4 0.05 ~0.15 10 0.01 

フライドポテト ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ 6 0.35 ~ 3.58 30 0.01 

枝豆、茶豆 

ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 2 0.03 ~0.04 5 0.01 

ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 2 0.02 ~0.06 0.6 0.01 

スパゲッティ― ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ 1 0.03 0.2 0.01 

＊：測定時の基準値  （単位ppm）  

 

 

 

 

 

 

 

表 6 令和元年度 残留農薬妥当性評価試験実施状況 

分  類 食品名 
報告農薬数 

（妥当性評価試験をクリアした農薬数） 

その他のいも類 さといも 193 

ベリー類果実 ブルーベリー 224 
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表11 2019年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）一般細菌数技能試験  

 

 

表 9 内部精度管理調査実施状況 

項目 実施回数 検体数 延べ項目数 

食品添加物等理化学検査    

  添加回収試験 38 67 132 

  繰返し試験 14   14 71 

 

細菌検査 

   

  添加回収試験 18 55 68 

  繰返し試験 3 3 15 

 

残留農薬等検査 

   

  添加回収試験 12 14 3,608 

 繰返し試験   2 10 3,020 

 合計 87 163 6,914 

表 10 外部精度管理調査実施状況 

 【理化学調査】 

調査項目 調査対象物質 試験 

食品添加物 
○酸性ﾀｰﾙ色素中の許可色素 

○ｿﾙﾋﾞﾝ酸 

定性試験 

定量試験 

残留農薬 

○ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ及びﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 

○ｱﾄﾗｼﾞﾝ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾏﾗﾁｵﾝ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ、 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾌｪﾝﾄｴｰﾄの 6 種農薬中 3 種 

定量試験（個別試験） 

定性試験及び定量試験（一斉試験） 

 

 【微生物学調査】 

調査項目 模擬食材 試験 

E.coli 検査 加熱食肉製品（加熱殺菌後包装） 定性試験 

一般細菌数測定検査 氷菓 定量試験 

黄色ブドウ球菌検査 加熱食肉製品（加熱殺菌後包装） 定性試験 

大腸菌群検査 加熱食肉製品（包装後加熱殺菌） 定性試験 

項目 試料 試験 

一般生菌数 均一化した魚のすり身 定量試験 


